
○
内
閣
府
令
第

号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十

一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

安
定
操
作
取
引
（
第
四
条
―
第
八
条
）

第
三
章

過
当
な
数
量
の
売
買
（
第
九
条
）

第
四
章

有
価
証
券
の
空
売
り
（
第
十
条
―
第
十
五
条
）

第
五
章

上
場
等
株
券
の
発
行
会
社
が
行
う
買
付
け
等
（
第
十
六
条
―
第
二
十
三
条
）

［別紙７－２］
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第
六
章

上
場
会
社
等
の
役
員
及
び
主
要
株
主
等
が
行
う
売
買
等
（
第
二
十
四
条
―
第
四
十
七
条
）

第
七
章

重
要
事
実
を
知
っ
た
会
社
関
係
者
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
っ
た
公
開
買
付
者
等
関
係
者
が
行
う
売
買
等

（
第
四
十
八
条
―
第
六
十
三
条
）

第
八
章

不
特
定
多
数
者
向
け
勧
誘
等
を
行
う
際
の
表
示
（
第
六
十
四
条
・
第
六
十
五
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
有
価
証
券
」
、
「
有
価
証
券
の
募
集
」
、
「
有
価
証
券
の
売
出
し
」
、
「
発
行
者
」
、
「
金

融
商
品
取
引
業
」
、
「
金
融
商
品
取
引
業
者
」
、
「
目
論
見
書
」
、
「
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
」
、
「
金
融
商
品
取
引

所
」
、
「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
」
、
「
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
、
「
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
又
は
「
外
国
市
場

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
有
価
証
券
、

有
価
証
券
の
募
集
、
有
価
証
券
の
売
出
し
、
発
行
者
、
金
融
商
品
取
引
業
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
目
論
見
書
、
認
可
金
融

市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

商
品
取
引
業
協
会
、
金
融
商
品
取
引
所
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
、
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又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

優
先
出
資
証
券

法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
優
先
出
資
証
券
を
い
う
。

二

投
資
証
券

法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
投
資
証
券
を
い
う
。

三

オ
プ
シ
ョ
ン

法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。

四

店
頭
売
買
有
価
証
券

法
第
二
条
第
八
項
第
十
号
ハ
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
を
い
う
。

五

投
資
一
任
契
約

法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
う
。

六

企
業
集
団

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
企
業
集
団
を
い
う
。

七

上
場
株
券
等

法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
株
券
等
を
い
う
。

八

金
融
商
品
取
引
業
者
等

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。

九

累
積
投
資
契
約

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
累
積
投
資
契
約
を
い
う
。

十

委
託
等

法
第
四
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
委
託
等
を
い
う
。

十
一

会
員
等

法
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
会
員
等
を
い
う
。
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十
二

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場

法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
い
う
。

十
三

上
場
等
株
券

法
第
百
六
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
上
場
等
株
券
を
い
う
。

十
四

上
場
会
社
等

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等
を
い
う
。

十
五

特
定
有
価
証
券

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
を
い
う
。

十
六

関
連
有
価
証
券

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
連
有
価
証
券
を
い
う
。

十
七

特
定
有
価
証
券
等

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
等
を
い
う
。

十
八

特
定
組
合
等

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
組
合
等
を
い
う
。

十
九

上
場
等
株
券
等

法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
等
株
券
等
を
い
う
。

３

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

安
定
操
作
取
引

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
定
操
作
取

引
を
い
う
。

二

空
売
り

令
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
空
売
り
を
い
う
。

三

信
用
取
引

金
融
商
品
取
引
法
第
百
六
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
取
引
及
び
そ
の
保
証
金
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
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二
十
八
年
大
蔵
省
令
第
七
十
五
号
。
次
号
に
お
い
て
「
保
証
金
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
取

引
を
い
う
。

四

発
行
日
取
引

保
証
金
府
令
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
行
日
取
引
を
い
う
。

五

マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー

金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
金
融
商
品
取
引
所
の
開
設
す
る
取
引
所
金
融

商
品
市
場
に
お
い
て
特
定
の
銘
柄
の
有
価
証
券
に
つ
き
恒
常
的
に
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
を
出
す
会
員
等
を
い
う
。

六

店
頭
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー

認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会

の
開
設
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
特
定
の
銘
柄
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
つ
き
恒
常
的
に
売
付
け
及
び
買

付
け
の
気
配
を
出
す
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
会
員
を
い
う
。

七

取
得
請
求
権
付
株
券

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
取
得
請
求
権
付
株

式
に
係
る
株
券
を
い
う
。

八

取
得
条
項
付
株
券

会
社
法
第
二
条
第
十
九
号
に
規
定
す
る
取
得
条
項
付
株
式
に
係
る
株
券
を
い
う
。

九

売
方
関
連
有
価
証
券

特
定
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を

し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
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）
を
表
示
す
る
関
連
有
価
証
券
（
令
第
二
十
七
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
関
連
有
価
証
券
に
限
る
。
）
を
い
う
。

十

売
方
関
連
株
券
等

特
定
株
券
等
（
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
株
券
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ

ン
に
係
る
特
定
株
券
等
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
表
示
す
る
令
第
三
十
三

条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
関
連
株
券
等
を
い
う
。

十
一

協
同
組
織
金
融
機
関

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
。
以
下
「

優
先
出
資
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
を
い
う
。

十
二

純
資
産
額

総
資
産
の
帳
簿
価
額
か
ら
負
債
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
未
満
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）
を
い
う
。

十
三

固
定
資
産

法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
を
い
う
。

（
訳
文
の
添
付
）

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提
出
す
る
書
類
で
、
特
別
の
事
情
に
よ

第
二
条

り
日
本
語
を
も
っ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
外
国
通
貨
の
換
算
）

第
三
条

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提
出
す
る
書
類
中
、
外
国
通
貨
を
も
っ

て
金
額
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準
を
付

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

安
定
操
作
取
引

（
密
接
な
関
係
に
あ
る
会
社
）

第
四
条

令
第
二
十
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
発
行
者
と
内
閣
府
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係
に
あ
る
会
社
は

、
当
該
発
行
者
の
関
係
会
社
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第

五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
。

２

令
第
二
十
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
発
行
者
の
子
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第

八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
。

（
安
定
操
作
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
五
条

令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

当
該
安
定
操
作
取
引
を
行
っ
た
金
融
商
品
取
引
業
者
の
商
号
及
び
本
店
（
外
国
法
人
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
に
あ

っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
。
次
号
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
所
在
地

二

当
該
安
定
操
作
取
引
を
行
っ
た
金
融
商
品
取
引
業
者
と
共
同
し
て
安
定
操
作
取
引
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
商
号
及
び
本
店
の
所
在
地

三

当
該
安
定
操
作
取
引
を
開
始
し
た
日
時

四

当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
が
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
「
上
場
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
か
店
頭
売
買
有
価
証
券
で
あ
る
か
の
別
及
び
そ
の
銘
柄

五

当
該
安
定
操
作
取
引
の
成
立
価
格

六

当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
が
上
場
有
価
証
券
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
安
定
操
作
取
引
が
行
わ
れ
た
取
引
所
金
融
商
品
市
場
及
び
当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商
品

取
引
所
の
名
称
又
は
商
号

ロ

令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
目
論
見
書
に
記
載
さ
れ
た
取
引
所
金
融
商
品
市
場
及
び
当
該
取
引
所
金
融
商
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品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商
品
取
引
所
の
名
称
又
は
商
号

七

当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
が
店
頭
売
買
有
価
証
券
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
安
定
操
作
取
引
が
行
わ
れ
た
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
及
び
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
認
可

金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
名
称

ロ

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
目
論
見
書
に
記
載
さ
れ
た
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
及
び
当
該
店
頭
売
買
有

価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
名
称

八

当
該
安
定
操
作
取
引
に
よ
り
そ
の
募
集
又
は
売
出
し
を
容
易
に
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
銘
柄
、
発
行
価
格
又
は
売

出
価
格
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
あ
っ
て
は
発
行
価
格
及
び
新
株
予
約
権
の
内
容
又
は
売
出
価
格
）
及
び
発
行
価
額
又

は
売
出
価
額
の
総
額

九

当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
安
定
操
作
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間

十

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
安
定
操
作
報
告
書
の
様
式
）

第
六
条

安
定
操
作
報
告
書
（
令
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
安
定
操
作
報
告
書
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
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安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
が
上
場
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
一
号
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
定
操
作
届
出
書
の
提
出
先
等
）

第
七
条

安
定
操
作
届
出
書
（
令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
安
定
操
作
届
出
書
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
安
定

操
作
報
告
書
は
、
当
該
安
定
操
作
取
引
を
行
っ
た
金
融
商
品
取
引
業
者
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所

在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

安
定
操
作
届
出
書
の
写
し
は
、
安
定
操
作
開
始
日
（
令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
安
定
操
作
開
始
日
を
い
う
。
）
に
お
け

る
最
初
の
安
定
操
作
取
引
を
行
っ
た
後
、
直
ち
に
、
安
定
操
作
有
価
証
券
（
同
条
に
規
定
す
る
安
定
操
作
有
価
証
券
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
上
場
す
る
各
金
融
商
品
取
引
所
（
当
該
安
定
操
作
有
価
証
券
が
店
頭
売
買

有
価
証
券
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
安
定
操
作
有
価
証
券
を
登
録
す
る
各
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
）
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

安
定
操
作
報
告
書
の
写
し
は
、
当
該
安
定
操
作
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
安
定
操
作
有
価
証
券
の
売
買
を
行
っ
た
日
の
翌
日

ま
で
に
、
当
該
安
定
操
作
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商
品
取
引
所
又
は
店
頭
売
買
有
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価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
定
操
作
届
出
書
等
の
備
置
き
及
び
公
衆
縦
覧
）

第
八
条

令
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
安
定
操
作
取
引
を
行
っ
た
金
融
商
品
取
引
業
者
の
本
店
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
）
に
備

え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２

金
融
商
品
取
引
所
及
び
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
は
、
令
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
業
務
時
間
中
、

同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
写
し
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

過
当
な
数
量
の
売
買

第
九
条

法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義

に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
。
以
下
「
定
義
府
令
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
若

し
く
は
ロ
又
は
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第

号
）
第
百
三
十
条
第
十
三
号

ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
規
定
す
る
契
約
に
基
づ
き
、
有
価
証
券
の
売
買
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
契
約
の
委
任
の
本
旨
又
は
当
該

契
約
の
金
額
に
照
ら
し
過
当
と
認
め
ら
れ
る
数
量
の
売
買
で
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
の
秩
序
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を
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章

有
価
証
券
の
空
売
り

（
空
売
り
を
行
う
場
合
の
明
示
及
び
確
認
義
務
の
適
用
除
外
）

第
十
条

令
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引

二

発
行
日
取
引

三

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
つ
き
空
売
り
を
行
う
取
引

イ

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券

ロ

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
及
び
第
九
号
ニ
に
規
定
す
る
交
換
社
債
券

を
除
く
。
）

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

四

金
融
商
品
取
引
所
の
会
員
等
が
当
該
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
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に
掲
げ
る
外
国
投
資
証
券
及
び
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

つ
き
自
己
の
計
算
に
よ
る
空
売
り
を
行
う
取
引
の
う
ち
、
同
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お

い
て
当
該
会
員
等
が
当
該
空
売
り
に
係
る
有
価
証
券
の
買
付
け
を
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

円
滑
な
流
通
の
確
保
の
た
め
に
売
付
け
の
注
文
と
買
付
け
の
注
文
を
継
続
的
に
行
う
場
合
の
当
該
売
付
け
の
注
文
に

基
づ
く
取
引

ロ

買
付
け
の
注
文
に
応
じ
て
売
り
付
け
る
取
引

五

マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
が
、
売
付
け
の
気
配
を
出
す
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
当
該
売
付
け
に
係
る
気
配
に
基

づ
き
自
己
の
計
算
に
よ
る
空
売
り
を
行
う
取
引

六

買
い
付
け
た
有
価
証
券
で
あ
っ
て
そ
の
決
済
を
結
了
し
て
い
な
い
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引
の
う
ち
、
当
該
買

い
付
け
た
有
価
証
券
に
よ
り
当
該
売
付
け
の
決
済
を
行
う
取
引

七

貸
し
付
け
て
い
る
有
価
証
券
（
借
り
入
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
売
付
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
決
済
前
に
当
該
有
価
証
券

の
返
還
を
受
け
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
お
け
る
当
該
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

八

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
売
買
の
う
ち
、
当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商
品
取
引
所
の
業
務
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規
程
で
定
め
る
売
買
立
会
（
午
前
立
会
又
は
午
後
立
会
の
み
の
売
買
立
会
を
含
む
。
第
十
四
条
第
三
号
及
び
第
十
七
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
ら
な
い
売
買
に
よ
る
空
売
り
を
行
う
取
引

九

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
付
与
さ
れ
た
株
券
を
取
得
す
る
権
利
を
行
使
し
て
お
り
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
結
果
取

得
す
る
こ
と
と
な
る
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

イ

新
株
予
約
権
付
社
債
券

ロ

新
株
予
約
権
証
券

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
株
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

ニ

金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
社
債
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
店

頭
売
買
有
価
証
券
に
該
当
す
る
社
債
券
で
あ
っ
て
、
当
該
社
債
券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
が
発
行
し
た
株

券
に
よ
り
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
社
債
券
を
保
有
す
る
者
が
当
該
社
債
券
の
発

行
者
で
あ
る
会
社
に
対
し
、
当
該
株
券
に
よ
る
償
還
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以

下
「
交
換
社
債
券
」
と
い
う
。
）

ホ

取
得
請
求
権
付
株
券
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十

有
価
証
券
の
発
行
者
が
取
得
条
項
付
株
券
に
付
与
さ
れ
た
権
利
を
行
使
し
た
場
合
に
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
結
果

取
得
す
る
こ
と
と
な
る
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
一

社
債
券
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
み
、
新
株

予
約
権
付
社
債
券
（
同
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
社
債
券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
が
発
行
し
た
株
券
（
次
条
第
九
号
に
お
い
て
「
対

象
株
券
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
同
号
に
お
い
て
「
他
社
株

券
償
還
特
約
付
社
債
券
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
社
債
券
が
当
該
株
券
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
場

合
に
、
償
還
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
当
該
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う

取
引

十
二

有
価
証
券
の
発
行
者
が
株
式
分
割
、
優
先
出
資
証
券
に
係
る
優
先
出
資
（
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
割
、
第
十
六
号
に
規
定
す
る
受
益
証
券
に
係
る
受
益
権
の
分
割
及
び
投
資
証
券
に
係
る
投
資
口

の
分
割
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
株
式
分
割
等
」
と
い
う
。
）
、
株
式
無
償
割
当
て
（
会
社
法
第
百
八
十
五
条
に
規
定

す
る
株
式
無
償
割
当
て
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
合
併
又
は
会
社
分
割
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
分
割
等
、
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株
式
無
償
割
当
て
、
合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
た
株
式
、
優
先
出
資
、
第
十
六
号
に
規
定
す
る
受
益
証

券
に
係
る
受
益
権
及
び
投
資
証
券
に
係
る
投
資
口
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
数
量
の
範
囲
内

で
当
該
株
式
等
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
三

有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
応
じ
て
お
り
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
の
結
果
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
有
価
証
券

の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
四

発
行
日
取
引
に
よ
り
買
付
け
を
行
っ
た
有
価
証
券
の
受
渡
し
の
前
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
数
量
の
範
囲
内
で

当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
五

空
売
り
（
令
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
空
売
り
に
限
る
。
次
条
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
る
も
の

イ

株
券
の
名
義
書
換

ロ

株
券
に
記
載
さ
れ
た
株
式
の
数
が
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
売
買
単
位
の
株
式
の
数
で
あ
る
株
券
へ
の
交
換

ハ

毀
損
若
し
く
は
汚
損
又
は
商
号
変
更
に
伴
う
新
た
な
株
券
へ
の
交
換

十
六

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
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十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
に
お
い
て
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
投
信
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
十

二
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
旨
を
定
め
て
い
る
証
券
投
資
信
託
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
受
益
証
券

」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
取
引

イ

受
益
証
券
を
そ
の
投
資
信
託
財
産
に
属
す
る
株
券
に
交
換
（
投
信
法
施
行
令
第
十
二
条
第
一
号
又
は
第
二
号
ハ
に
定

め
る
交
換
に
限
る
。
）
す
る
請
求
を
行
っ
て
お
り
、
当
該
請
求
の
結
果
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
株
券
の
数
量
の
範
囲
内

で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

ロ

受
益
証
券
の
取
得
（
投
信
法
施
行
令
第
十
二
条
第
二
号
ロ
に
定
め
る
取
得
に
限
る
。
）
を
申
込
ん
で
お
り
、
当
該
申

込
み
の
結
果
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
受
益
証
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
受
益
証
券
と
同
一
の
銘
柄
の
受
益
証
券
の
売

付
け
を
行
う
取
引

十
七

金
融
商
品
取
引
所
の
会
員
等
が
当
該
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
受
益
証
券
又
は
投
資
証
券
に
つ
き
自
己

の
計
算
に
よ
る
空
売
り
を
行
う
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

円
滑
な
流
通
の
確
保
の
た
め
に
売
付
け
の
注
文
と
買
付
け
の
注
文
を
継
続
的
に
行
う
場
合
の
当
該
売
付
け
の
注
文
に
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基
づ
く
取
引

ロ

買
付
け
の
注
文
に
応
じ
て
売
り
付
け
る
取
引

第
十
一
条

令
第
二
十
六
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る

取
引
と
す
る
。

一

発
行
日
取
引

二

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
つ
き
空
売
り
を
行
う
取
引

イ

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券

ロ

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
及
び
交
換
社
債
券
を
除
く
。
）

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

三

店
頭
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
が
、
売
付
け
の
気
配
を
出
す
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
当
該
売
付
け
に
係
る
気

配
に
基
づ
き
自
己
の
計
算
に
よ
る
空
売
り
を
行
う
取
引

四

買
い
付
け
た
店
頭
売
買
有
価
証
券
で
あ
っ
て
そ
の
決
済
を
結
了
し
て
い
な
い
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取

引
の
う
ち
、
当
該
買
い
付
け
た
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
よ
り
当
該
売
付
け
の
決
済
を
行
う
取
引
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五

貸
し
付
け
て
い
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
（
借
り
入
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
売
付
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
決
済
前
に
当
該

店
頭
売
買
有
価
証
券
の
返
還
を
受
け
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
お
け
る
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取

引
六

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
当
該
店
頭
売
買

有
価
証
券
市
場
の
取
引
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
た
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
買
が
行
わ
れ
て
い
な
い
時
間
帯
に
お
け

る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
空
売
り
を
行
う
取
引

七

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
付
与
さ
れ
た
株
券
を
取
得
す
る
権
利
を
行
使
し
て
お
り
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
結
果
取

得
す
る
こ
と
と
な
る
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

イ

新
株
予
約
権
付
社
債
券

ロ

新
株
予
約
権
証
券

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
株
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

ニ

交
換
社
債
券

ホ

取
得
請
求
権
付
株
券
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八

有
価
証
券
の
発
行
者
が
取
得
条
項
付
株
券
に
付
与
さ
れ
た
権
利
を
行
使
し
た
場
合
に
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
結
果

取
得
す
る
こ
と
と
な
る
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

九

他
社
株
券
償
還
特
約
付
社
債
券
に
つ
い
て
、
当
該
他
社
株
券
償
還
特
約
付
社
債
券
が
対
象
株
券
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
こ

と
が
決
定
し
た
場
合
に
、
償
還
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
当
該
対
象
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
対
象
株
券
と
同
一
の
銘

柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十

株
券
の
発
行
者
が
株
式
分
割
、
株
式
無
償
割
当
て
、
合
併
又
は
会
社
分
割
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
分
割
、

株
式
無
償
割
当
て
、
合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
た
株
式
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
式
と
同
一
の
銘
柄

の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
一

有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
応
じ
て
お
り
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
の
結
果
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
有
価
証
券

の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
二

発
行
日
取
引
に
よ
り
買
付
け
を
行
っ
た
有
価
証
券
の
受
渡
し
の
前
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
数
量
の
範
囲
内
で

当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
三

空
売
り
を
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
る
も
の
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イ

株
券
の
名
義
書
換

ロ

株
券
に
記
載
さ
れ
た
株
式
の
数
が
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
売
買
単
位
の
株
式
の
数
で
あ
る
株
券
へ
の

交
換

ハ

毀
損
若
し
く
は
汚
損
又
は
商
号
変
更
に
伴
う
新
た
な
株
券
へ
の
交
換

（
空
売
り
を
行
う
場
合
の
価
格
等
）

第
十
二
条

令
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
売
買
価
格
の
決
定
方
法
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ

ー
が
恒
常
的
に
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
を
出
し
、
か
つ
、
当
該
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
に
基
づ
き
売
買
を
行
う
義

務
を
負
う
方
法
と
す
る
。

２

令
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
価
格
は
、
空
売
り
に
係
る
有
価
証
券
に
つ
き
当
該
空

売
り
が
行
わ
れ
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商
品
取
引
所
が
当
該
空
売
り
の
直
近
に
公
表
し
た
当
該
取
引
所

金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
が
出
し
た
最
も
高
い
買
付
け
の
気
配
の
価
格
（
次
項
に
お
い
て
「
直
近
公

表
最
良
買
い
気
配
価
格
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

３

令
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
価
格
は
、
直
近
公
表
最
良
買
い
気
配
価
格
を
公
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表
し
た
金
融
商
品
取
引
所
が
当
該
直
近
公
表
最
良
買
い
気
配
価
格
の
直
近
に
公
表
し
た
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
当

該
直
近
公
表
最
良
買
い
気
配
価
格
と
異
な
る
価
格
で
あ
っ
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
が
出
し
た
最
も
高
い
買
付
け
の
気
配
の

価
格
と
す
る
。

第
十
三
条

令
第
二
十
六
条
の
四
第
五
項
で
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
売
買
価
格
の
決
定
方
法

は
、
店
頭
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
が
恒
常
的
に
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
を
出
し
、
か
つ
、
当
該
売
付
け
及
び
買
付
け
の

気
配
に
基
づ
き
売
買
を
行
う
義
務
を
負
う
方
法
と
す
る
。

２

令
第
二
十
六
条
の
四
第
五
項
で
準
用
す
る
同
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
価
格
は
、
空
売
り
に
係
る

有
価
証
券
に
つ
き
当
該
空
売
り
が
行
わ
れ
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
当
該
空

売
り
の
直
近
に
公
表
し
た
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
が
出
し
た
最
も
高
い
買
付

け
の
気
配
の
価
格
（
次
項
に
お
い
て
「
直
近
公
表
最
良
買
い
気
配
価
格
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

３

令
第
二
十
六
条
の
四
第
五
項
で
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
価
格
は
、
直
近
公
表

最
良
買
い
気
配
価
格
を
公
表
し
た
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
当
該
直
近
公
表
最
良
買
い
気
配
価
格
の
直
近
に
公
表
し
た

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
当
該
直
近
公
表
最
良
買
い
気
配
価
格
と
異
な
る
価
格
で
あ
っ
て
店
頭
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
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カ
ー
が
出
し
た
最
も
高
い
買
付
け
の
気
配
の
価
格
と
す
る
。

（
空
売
り
を
行
う
場
合
の
価
格
制
限
の
適
用
除
外
）

第
十
四
条

令
第
二
十
六
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一

第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
取
引

二

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
（
こ
れ
に
類
す
る
外
国
法
人
を
含
む
。
）
に
該
当
し
な
い
者

が
行
う
信
用
取
引
（
売
付
け
の
数
量
が
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
売
買
単
位
の
五
十
倍
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三

金
融
商
品
取
引
所
の
会
員
等
が
次
に
掲
げ
る
価
格
で
顧
客
と
取
引
所
金
融
商
品
市
場
外
又
は
金
融
商
品
取
引
所
の
業
務

規
程
に
定
め
る
売
買
立
会
に
よ
ら
な
い
売
買
に
よ
り
当
該
顧
客
の
有
し
て
い
る
（
借
り
入
れ
て
い
る
場
合
及
び
令
第
二
十

六
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
株
券
の
買
付
け
を
行
う
こ
と
を
約
し
て
い
る
場
合
に
、
当
該
買
付
け
の

数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
を
当
該
会
員
等
が
自
己
の
計
算
に
よ
り
空
売
り
を
行
う
取
引
（
あ
ら

か
じ
め
設
定
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
い
売
付
け
の
注
文
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
特
別
の
勘
定
で
管

理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

イ

当
該
買
付
け
を
行
う
日
の
当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
買
立
会
に
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お
け
る
総
売
買
代
金
を
総
売
買
高
で
除
し
て
得
た
価
格
（
ロ
に
お
い
て
「
出
来
高
加
重
平
均
価
格
」
と
い
う
。
）

ロ

出
来
高
加
重
平
均
価
格
を
目
標
と
し
て
、
当
該
会
員
等
が
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
を
当
該
取
引
所
金
融
商

品
市
場
に
お
い
て
分
割
し
て
売
付
け
を
行
っ
た
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
総
売
付
代
金
を
総
売
付
高
で
除
し

て
得
た
価
格

四

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売
買
価
格
と
当
該
有
価
証
券
に
付
与
さ
れ
た
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と

と
な
る
株
券
の
売
買
価
格
の
関
係
を
利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
有
価
証
券
の
買
付
け
を
新
規
に
行
う
と
と
も

に
、
当
該
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

イ

新
株
予
約
権
付
社
債
券

ロ

新
株
予
約
権
証
券

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
株
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

ニ

交
換
社
債
券

ホ

取
得
請
求
権
付
株
券

五

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
買
付
け
（
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
に
よ
り
当
該
有
価
証
券
を
取
得
す
る
権
利
を
付
与
さ
れ
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た
場
合
を
含
む
。
）
の
残
高
に
係
る
価
格
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
当
該
有
価
証
券
に
付

与
さ
れ
た
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の

株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

イ

新
株
予
約
権
付
社
債
券

ロ

新
株
予
約
権
証
券

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
株
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

ニ

交
換
社
債
券

ホ

取
得
請
求
権
付
株
券

六

株
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
株
券
先
物
取
引
」
と
い
う
。

）
又
は
株
券
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
株
価
指
数
先
物
取
引
」
と
い
う
。
）
に
係
る
約
定
価
額
又
は
約
定
数
値
（
同
号
に
規
定
す
る
約
定
数
値

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
水
準
と
株
価
指
数
等
（
株
券
先
物
取
引
に
係
る
株
券
の
価
額
の
合
計
額
又
は
株
価
指
数
（
株

券
の
価
格
に
基
づ
き
算
出
さ
れ
る
指
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
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お
い
て
同
じ
。
）
の
水
準
の
関
係
を
利
用
し
て
行
う
次
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
株
価
指
数
に
係
る
同
項

第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
を
利
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）

イ

買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
（
株
券
先
物
取
引
の
買
付
け
又
は
株
価
指
数
先
物
取
引
の
う
ち
現
実
数
値
（
法
第
二
条

第
二
十
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
現
実
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領

す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
新
規
に
行
う
と
と
も
に
、

そ
の
取
引
契
約
金
額
の
範
囲
内
で
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
（
当
該
株
券
の
価
額
の
合
計
額
の
変
動
が
当
該
買
方
株

価
指
数
先
物
取
引
等
に
係
る
株
価
指
数
等
の
変
動
に
近
似
す
る
よ
う
に
選
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
売
付
け
を
行
う

取
引

ロ

買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
の
取
引
契
約
残
高
と
対
当
す
る
売
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
（
株
券
先
物
取
引
の
売
付

け
又
は
株
価
指
数
先
物
取
引
の
う
ち
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な

る
も
の
を
い
う
。
ロ
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
引
契
約
残
高
の
全
部
又
は
一
部
を
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め

る
方
法
（
株
券
先
物
取
引
に
お
い
て
は
買
戻
し
に
限
る
。
）
に
よ
り
決
済
す
る
と
と
も
に
、
当
該
決
済
す
る
金
額
の
範

囲
内
で
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
（
当
該
株
券
の
価
額
の
合
計
額
の
変
動
が
当
該
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
又
は
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当
該
売
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
に
係
る
株
価
指
数
等
の
変
動
に
近
似
す
る
よ
う
に
選
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
売

付
け
を
行
う
取
引

七

買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
の
取
引
契
約
残
高
（
こ
れ
と
対
当
す
る
売
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
の
取
引
契
約
残
高
並

び
に
当
該
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
と
同
一
の
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
に
係
る
前
号
イ
及
び
ロ
の
取
引
の
額
を
控

除
し
た
取
引
契
約
残
高
に
限
る
。
）
に
係
る
価
格
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
当
該
取
引
契

約
残
高
の
範
囲
内
で
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
（
当
該
株
券
の
価
額
の
合
計
額
の
変
動
が
当
該
買
方
株
価
指
数
先
物
取

引
等
に
係
る
株
価
指
数
等
の
変
動
に
近
似
す
る
よ
う
に
選
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
売
付
け
を
行
う
取
引
（
こ
れ
に
準

ず
る
取
引
で
株
価
指
数
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
に
伴
い
行
う
も
の
を
含
む
。
）

八

株
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
株
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
」
と
い
う
。
）
に
係
る
権
利
行
使
価
格
（
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
価
格
を
い
う

。
）
及
び
対
価
の
額
と
株
券
の
売
買
価
格
の
関
係
を
利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
株
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
新
規
に

行
う
こ
と
に
よ
り
株
券
を
買
い
付
け
る
権
利
を
取
得
し
、
又
は
売
り
付
け
る
権
利
を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
当
該
権
利
を

行
使
し
、
又
は
行
使
さ
れ
た
場
合
に
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
当
該
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
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株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

九

株
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
よ
り
株
券
を
買
い
付
け
る
権
利
を
取
得
し
又
は
売
り
付
け
る
権
利
を
付
与
し
て
い
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
株
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
対
価
の
額
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
当
該
権

利
を
行
使
し
又
は
行
使
さ
れ
た
場
合
に
買
い
付
け
る
こ
と
と
な
る
当
該
株
券
の
数
量
（
株
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
よ
り
当

該
株
券
を
売
り
付
け
る
権
利
を
取
得
し
又
は
買
い
付
け
る
権
利
を
付
与
し
て
い
る
場
合
に
当
該
権
利
を
行
使
し
又
は
行
使

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
売
り
付
け
る
こ
と
と
な
る
株
券
の
数
量
及
び
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
に
係
る
前
号
に
規
定
す
る
取

引
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量
に
限
る
。
）
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十

受
益
証
券
の
約
定
価
額
の
水
準
と
当
該
受
益
証
券
と
同
一
の
株
価
指
数
に
基
づ
き
運
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
他
の
受
益

証
券
の
約
定
価
額
の
水
準
の
関
係
を
利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
受
益
証
券
の
買
付
け
を
新
規
に
行
う
と
と
も

に
、
そ
の
買
付
価
額
の
範
囲
内
で
当
該
他
の
受
益
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
一

受
益
証
券
の
約
定
価
額
の
水
準
と
株
価
指
数
の
水
準
の
関
係
を
利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
受
益
証
券
の

買
付
け
を
新
規
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
買
付
価
額
の
範
囲
内
で
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
（
当
該
株
券
の
価
額
の
合

計
額
の
変
動
が
当
該
受
益
証
券
に
係
る
株
価
指
数
の
変
動
に
近
似
す
る
よ
う
に
選
定
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
第
十
四
号
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ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
二

受
益
証
券
の
買
付
残
高
に
係
る
価
格
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
買
付
価
額
の
範

囲
内
で
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
三

株
価
指
数
先
物
取
引
に
係
る
約
定
数
値
の
水
準
又
は
株
価
指
数
の
水
準
と
受
益
証
券
の
約
定
価
額
の
水
準
の
関
係
を

利
用
し
て
行
う
次
に
掲
げ
る
取
引

イ

買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
（
株
価
指
数
先
物
取
引
の
う
ち
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領

す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
受
益
証
券
に
係
る
株
価
指
数
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
の
買
付
け
を
新
規
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
取
引
契

約
残
高
又
は
買
付
価
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
当
該
受
益
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

ロ

買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
の
取
引
契
約
残
高
と
対
当
す
る
売
方
株
価
指
数
先
物
取
引
（
株
価
指
数
先
物
取
引
の
う
ち

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
受
益
証
券

に
係
る
株
価
指
数
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
引
契
約
残
高
の
全
部
又
は
一
部
を
金
融
商
品

取
引
所
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
決
済
す
る
と
と
も
に
、
当
該
決
済
す
る
金
額
の
範
囲
内
で
当
該
受
益
証
券
の
売
付
け
を
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行
う
取
引

十
四

買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
の
取
引
契
約
残
高
（
こ
れ
と
対
当
す
る
売
方
株
価
指
数
先
物
取
引
の
取
引
契
約
残
高
並
び

に
当
該
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
と
同
一
の
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
に
係
る
第
六
号
イ
及
び
ロ
の
取
引
の
額
を
控
除
し

た
取
引
契
約
残
高
に
限
る
。
）
又
は
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
の
買
付
残
高
に
係
る
価
格
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る

危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
取
引
契
約
残
高
又
は
買
付
価
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
受
益
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取

引
十
五

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
受
益
証
券
の
価
格
を
当
該
受
益
証
券
に
係
る
株
価
指
数
に
平
準
化
す
る
た
め
の
当

該
受
益
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
六

合
併
、
株
式
交
換
又
は
株
式
移
転
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
五
号
に
お
い
て
「
合
併
等
」
と
い
う
。
）
を
決
定
し

た
会
社
の
発
行
し
た
株
券
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
条
第
五
号
に
お
い
て
「
合
併
等
会
社
株
券
」
と
い
う
。
）
の
約
定
価
額

の
水
準
と
当
該
会
社
と
合
併
等
す
る
会
社
の
発
行
す
る
株
券
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
条
第
五
号
に
お
い
て
「
被
合
併
等
会

社
株
券
」
と
い
う
。
）
の
合
併
等
の
比
率
に
基
づ
く
約
定
価
額
の
水
準
の
関
係
を
利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
合
併

等
会
社
株
券
の
買
付
け
を
新
規
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
買
付
価
額
の
範
囲
内
で
被
合
併
等
会
社
株
券
の
売
付
け
を
行
う
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取
引
（
合
併
等
の
期
日
及
び
合
併
等
の
比
率
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
事
実
が
公
表
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

十
七

取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商
品
取
引
所
が
定
め
る
売
買
単
位
に
満
た
な
い
数
の
有
価
証
券
に
つ
き
空

売
り
を
行
う
取
引

十
八

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
価
格
を
他
の
金
融
商
品
取
引
所
が
開
設
す
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場

に
お
け
る
当
該
有
価
証
券
の
価
格
と
平
準
化
す
る
た
め
に
当
該
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

第
十
五
条

令
第
二
十
六
条
の
四
第
五
項
で
準
用
す
る
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る

取
引
と
す
る
。

一

第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
取
引

二

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
（
こ
れ
に
類
す
る
外
国
法
人
を
含
む
。
）
に
該
当
し
な
い
者

が
行
う
信
用
取
引
（
売
付
け
の
数
量
が
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
売
買
単
位
の
五
十
倍
以
内
で
あ
る
場
合
に

限
る
。
）

三

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売
買
価
格
と
当
該
有
価
証
券
に
付
与
さ
れ
た
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と

と
な
る
株
券
の
売
買
価
格
の
関
係
を
利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
有
価
証
券
の
買
付
け
を
新
規
に
行
う
と
と
も
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に
、
当
該
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

イ

新
株
予
約
権
付
社
債
券

ロ

新
株
予
約
権
証
券

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
株
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

ニ

交
換
社
債
券

ホ

取
得
請
求
権
付
株
券

四

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
買
付
け
（
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
に
よ
り
当
該
有
価
証
券
を
取
得
す
る
権
利
を
付
与
さ
れ

た
場
合
を
含
む
。
）
の
残
高
に
係
る
価
格
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
当
該
有
価
証
券
に
付

与
さ
れ
た
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同
一
の
銘
柄
の

株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

イ

新
株
予
約
権
付
社
債
券

ロ

新
株
予
約
権
証
券

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
株
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
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ニ

交
換
社
債
券

ホ

取
得
請
求
権
付
株
券

五

合
併
等
会
社
株
券
の
約
定
価
額
の
水
準
と
被
合
併
等
会
社
株
券
の
合
併
等
の
比
率
に
基
づ
く
約
定
価
額
の
水
準
の
関
係

を
利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
合
併
等
会
社
株
券
の
買
付
け
を
新
規
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
買
付
価
額
の
範
囲
内

で
被
合
併
等
会
社
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引
（
合
併
等
の
期
日
及
び
合
併
等
の
比
率
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
事
実

が
公
表
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

六

当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
定
め
る
売
買
価
格
の
公
表
の
単
位
に
満
た

な
い
数
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
つ
き
空
売
り
を
行
う
取
引

七

当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
価
格
を
他
の
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
開
設
す

る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
価
格
と
平
準
化
す
る
た
め
に
当
該
店
頭
売
買
有
価
証

券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

第
五
章

上
場
等
株
券
の
発
行
会
社
が
行
う
買
付
け
等

（
対
象
と
な
る
取
引
等
）
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第
十
六
条

法
第
百
六
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

上
場
等
株
券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
発
行
会
社
」
と
い
う
。
）
が
行
う
会
社
法
第
百
五
十

六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
三
条
及
び
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
（
当
該
発
行
会
社
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
上
場
等
株
券
の
売
買
又
は
そ
の
委
託
等

二

信
託
会
社
等
（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
信
託
会
社
等
を
い
う
。
第
二
十
二
条
お
い
て
同
じ
。
）
が

信
託
契
約
に
基
づ
い
て
発
行
会
社
の
計
算
に
お
い
て
行
う
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
三
条
及
び
第

百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の

法
令
の
規
定
に
よ
る
上
場
等
株
券
の
売
買
又
は
そ
の
委
託
等

三

金
融
商
品
取
引
業
者
が
投
資
一
任
契
約
に
基
づ
い
て
発
行
会
社
を
代
理
し
て
行
う
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同

法
第
百
六
十
三
条
及
び
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
こ

れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
上
場
等
株
券
の
売
買
若
し
く
は
そ
の
委
託
等
又
は
こ
れ
ら
の
指
図

四

金
融
商
品
取
引
業
者
が
発
行
会
社
か
ら
売
買
の
別
、
個
別
の
取
引
の
総
額
及
び
数
又
は
価
格
の
一
方
に
つ
い
て
同
意
を
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得
た
上
で
、
他
方
に
つ
い
て
は
金
融
商
品
取
引
業
者
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
（
投
資
一
任
契

約
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
基
づ
い
て
当
該
発
行
会
社
の
計
算
に
お
い
て
行
う
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（

同
法
第
百
六
十
三
条
及
び
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
上
場
等
株
券
の
売
買
又
は
そ
の
委
託
等

五

金
融
商
品
取
引
業
者
に
よ
る
前
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
受
託
等
（
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受

託
等
を
い
う
。
）

（
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
要
件
）

第
十
七
条

発
行
会
社
は
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
三
条
及
び
第

百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法

令
の
規
定
に
基
づ
く
上
場
等
株
券
の
買
付
け
又
は
そ
の
委
託
等
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
」
と

い
う
。
）
を
行
う
場
合
（
次
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
日
に
二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
し
て
、
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
わ
な
い
こ
と
。

二

金
融
商
品
取
引
所
（
上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商
品
取
引
所
に
限
る
。
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以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
当
該
金
融
商
品
取
引
所
の
開
設
す
る
取
引
所
金
融
商

品
市
場
に
お
け
る
売
買
立
会
の
売
買
の
終
了
す
べ
き
時
刻
（
第
二
十
三
条
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
売
買
の
終
了
す
べ
き
時

刻
」
と
い
う
。
）
の
三
十
分
前
か
ら
当
該
時
刻
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
直
前
三
十
分
間

」
と
い
う
。
）
以
外
の
時
間
に
、
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
行
う
こ
と
（
直
前
三
十
分
間
以
外
の
時
間
に

行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
直
前
三
十
分
間
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
こ
と

を
約
す
も
の
は
、
直
前
三
十
分
間
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
行
う
も
の
と
み
な
す
。
）
。

三

上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
価
格
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
そ
の
日
の
売
買
立
会
の
始
め
の
売
買
の

価
格
が
公
表
さ
れ
る
ま
で
に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て

公
表
さ
れ
た
当
該
上
場
等
株
券
の
前
日
の
最
終
の
売
買
の
価
格
（
公
表
さ
れ
た
同
日
に
お
け
る
最
終
の
気
配
相
場
の
価

格
を
含
み
、
そ
の
最
終
の
売
買
の
価
格
及
び
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
の
い
ず
れ
も
な
い
場
合
に
は
、
同
日
前
の

最
終
の
売
買
の
価
格
又
は
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
が
公
表
さ
れ
た
日
で
当
該
前
日
に
最
も
近
い
日
に
お
け
る
そ
の
最

終
の
売
買
の
価
格
又
は
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
と
す
る
。
）
を
上
回
ら
な
い
価
格
（
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
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の
注
文
を
当
該
上
場
等
株
券
の
配
当
落
ち
又
は
権
利
落
ち
後
に
行
う
場
合
で
、
当
該
注
文
に
係
る
上
場
等
株
券
に
つ
き

当
該
金
融
商
品
取
引
所
が
当
該
注
文
の
直
近
に
公
表
し
た
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
価
格
が
配
当
落
ち
又
は
権

利
落
ち
の
前
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
注
文
に
係
る
上
場
等
株
券
に
つ
き
当
該
金
融
商
品
取
引
所
が
当
該
注
文
の

直
近
に
公
表
し
た
当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
価
格
か
ら
配
当
又
は
権
利
の
価
格
を
控
除
し
た
価
格
を
上
回

ら
な
い
価
格
）
の
指
値
に
よ
り
行
う
こ
と
。

ロ

金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
そ
の
日
の
売
買
立
会
の
始
め
の
売
買
の

価
格
が
公
表
さ
れ
た
後
に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
日
に
当
該
注
文
を
行
う
時
ま
で

に
公
表
さ
れ
た
売
買
の
価
格
（
上
場
等
株
券
に
つ
き
当
該
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
取
引
所
金
融
商
品

市
場
に
お
け
る
売
買
の
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
三
号
に
お
い
て
「
公
表
価
格
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

最
も
高
い
価
格
を
上
回
る
価
格
の
指
値
に
よ
る
当
該
注
文
を
行
う
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
直
近
の
公
表
価
格
（
当
該

金
融
商
品
取
引
所
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
気
配
相
場
の
価
格
の
公
表
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
気
配
相
場
の

価
格
）
を
上
回
る
価
格
の
当
該
指
値
に
よ
る
当
該
注
文
を
反
復
継
続
し
て
行
う
も
の
で
な
い
こ
と
。

四

上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
、
一
日
に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
の
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数
量
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

イ

上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
日
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
買
付
日
」
と
い
う
。

）
の
属
す
る
週
の
前
四
週
間
に
お
け
る
当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
当
該
上
場
等
株
券
の
売
買
数
量
（
立
会

外
売
買
（
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
る
売
買
立
会
に
よ
ら
な
い
方
法
に
よ
る
有
価
証
券
の
売
買
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
売
買
数
量
を
除
く
。
）
を
当
該
四
週
間
の
当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る

売
買
立
会
が
行
わ
れ
た
日
数
で
除
し
た
数
量
を
売
買
単
位
（
金
融
商
品
取
引
所
が
定
め
る
当
該
上
場
等
株
券
の
売
買
単

位
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
表
し
た
売
買
単
位
数
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
四
号
に
お
い
て
「

一
日
平
均
売
買
単
位
数
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数

ロ

上
場
等
株
券
の
買
付
日
の
属
す
る
月
の
前
六
月
間
に
お
け
る
当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
当
該
上
場
等
株

券
の
売
買
数
量
（
立
会
外
売
買
の
売
買
数
量
を
除
く
。
）
を
六
で
除
し
た
数
量
を
売
買
単
位
で
表
し
た
売
買
単
位
数
（

以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
四
号
ロ
に
お
い
て
「
月
間
平
均
売
買
単
位
数
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る

数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
四
百
売
買
単
位
数
以
上
の
銘
柄

十
売
買
単
位
数
又
は
一
日
平
均
売
買
単
位
数
に
百
分

(1)
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の
五
十
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数
（
当
該
売
買
単
位
数
が
三
売
買
単
位
数
を
下
回
る
場
合
は
、
三
売
買
単
位
数
）
の
い

ず
れ
か
少
な
い
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
二
百
売
買
単
位
数
以
上
四
百
売
買
単
位
数
未
満
の
銘
柄

五
売
買
単
位
数
又
は
一
日
平

(2)
均
売
買
単
位
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数
（
当
該
売
買
単
位
数
が
三
売
買
単
位
数
を
下
回
る
場
合
は
、

三
売
買
単
位
数
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
二
百
売
買
単
位
数
未
満
の
銘
柄

三
売
買
単
位
数

(3)

（
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
ク
銘
柄
で
あ
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
）

第
十
八
条

発
行
会
社
は
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
三
条
及
び
第

百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法

令
の
規
定
に
基
づ
く
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
ク
銘
柄
（
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
が
恒
常
的
に
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
を
出
し

、
か
つ
、
当
該
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
に
基
づ
き
売
買
の
義
務
を
負
う
も
の
と
し
て
金
融
商
品
取
引
所
に
届
出
を
行
い

、
当
該
金
融
商
品
取
引
所
が
指
定
す
る
銘
柄
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
上
場
等
株
券
の
買

付
け
等
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

一
日
に
二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
し
て
、
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
わ
な
い
こ
と
。

二

直
前
三
十
分
間
以
外
の
時
間
に
、
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
行
う
こ
と
（
直
前
三
十
分
間
以
外
の
時
間

に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
直
前
三
十
分
間
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
こ

と
を
約
す
も
の
は
、
直
前
三
十
分
間
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
行
う
も
の
と
み
な
す
。
）
。

三

上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
日
に
当
該
注
文
を
行
う
時
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
そ
の
日
の
公
表

価
格
の
う
ち
最
も
高
い
価
格
を
上
回
る
価
格
の
指
値
に
よ
る
当
該
注
文
を
行
う
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
当
該
指
値
が
マ

ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
が
発
表
す
る
売
り
気
配
の
最
安
値
と
し
て
金
融
商
品
取
引
所
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
価
格
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
最
良
売
り
気
配
」
と
い
う
。
）
を
上
回
ら
な
い
価
格
で
注
文
を
行
う
こ
と
、
又
は
当
該
注
文
の
直
後
に
最

良
売
り
気
配
が
上
昇
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
最
良
売
り
気
配
の
価
格
に
よ
る
注
文
を
反
復
継
続
し
て
行
う
も
の
で
な
い

こ
と
。

四

上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
、
一
日
に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
の

数
量
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

イ

一
日
平
均
売
買
単
位
数
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数
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ロ

月
間
平
均
売
買
単
位
数
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
四
百
売
買
単
位
数
以
上
の
銘
柄

十
売
買
単
位
数
又
は
一
日
平
均
売
買
単
位
数
に
百
分

(1)
の
五
十
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数
（
当
該
売
買
単
位
数
が
三
売
買
単
位
数
を
下
回
る
場
合
は
、
三
売
買
単
位
数
）
の
い

ず
れ
か
少
な
い
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
二
百
売
買
単
位
数
以
上
四
百
売
買
単
位
数
未
満
の
銘
柄

五
売
買
単
位
数
又
は
一
日
平

(2)
均
売
買
単
位
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数
（
当
該
売
買
単
位
数
が
三
売
買
単
位
数
を
下
回
る
場
合
は
、

三
売
買
単
位
数
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
二
百
売
買
単
位
数
未
満
の
銘
柄

三
売
買
単
位
数

(3)

（
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
要
件
）

第
十
九
条

発
行
会
社
は
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
三
条
及
び

第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の

法
令
の
規
定
に
基
づ
く
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
場
合
（
次
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

一
日
に
二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
し
て
、
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
わ
な
い
こ
と
。

二

認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
認
可
金
融
商
品

取
引
業
協
会
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業

協
会
の
開
設
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
取
引
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
た
上
場
等
株
券
の
売
買
（
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
「
シ
ス
テ
ム
売
買
」
と
い
う
。
）
の
終
了
す
べ
き
時
刻
の
三
十
分
前
か
ら
当
該
時
刻
ま
で
の
間
（
以
下

こ
の
号
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
直
前
三
十
分
間
」
と
い
う
。
）
以
外
の
時
間
に
、
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等

の
注
文
を
行
う
こ
と
（
直
前
三
十
分
間
以
外
の
時
間
に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め

直
前
三
十
分
間
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
こ
と
を
約
す
も
の
は
、
直
前
三
十
分
間
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の

注
文
を
行
う
も
の
と
み
な
す
。
）
。

三

上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
価
格
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
お
い
て
そ
の
日
の
シ
ス
テ

ム
売
買
の
始
め
の
売
買
の
価
格
が
公
表
さ
れ
る
ま
で
に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認

可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
当
該
上
場
等
株
券
の
前
日
の
最
終
の
売
買
の
価
格
（
公
表
さ
れ
た
同
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日
に
お
け
る
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
を
含
み
、
そ
の
最
終
の
売
買
の
価
格
及
び
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
の
い

ず
れ
も
な
い
場
合
に
は
、
同
日
前
の
最
終
の
売
買
の
価
格
又
は
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
が
公
表
さ
れ
た
日
で
当
該
前

日
に
最
も
近
い
日
に
お
け
る
そ
の
最
終
の
売
買
の
価
格
又
は
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
と
す
る
。
）
を
上
回
ら
な

い
価
格
（
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
当
該
上
場
等
株
券
の
配
当
落
ち
又
は
権
利
落
ち
後
に
行
う
場
合
で
、
当

該
注
文
に
係
る
上
場
等
株
券
に
つ
き
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
当
該
注
文
の
直
近
に
公
表
し
た
店
頭
売
買
有

価
証
券
市
場
に
お
け
る
価
格
が
配
当
落
ち
又
は
権
利
落
ち
の
前
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
注
文
に
係
る
上
場
等
株

券
に
つ
き
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
当
該
注
文
の
直
近
に
公
表
し
た
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け

る
価
格
か
ら
配
当
又
は
権
利
の
価
格
を
控
除
し
た
価
格
を
上
回
ら
な
い
価
格
）
の
指
値
に
よ
り
行
う
こ
と
。

ロ

認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
お
い
て
そ
の
日
の
シ
ス
テ

ム
売
買
の
始
め
の
売
買
の
価
格
が
公
表
さ
れ
た
後
に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
日
に

当
該
注
文
を
行
う
時
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
売
買
の
価
格
（
上
場
等
株
券
に
つ
き
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
お

い
て
公
表
さ
れ
た
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
売
買
の
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
三
号
に
お
い

て
「
公
表
価
格
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
最
も
高
い
価
格
を
上
回
る
価
格
の
指
値
に
よ
る
当
該
注
文
を
行
う
も
の
で
は
な
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く
、
か
つ
、
直
近
の
公
表
価
格
を
上
回
る
価
格
の
当
該
指
値
に
よ
る
当
該
注
文
を
反
復
継
続
し
て
行
う
も
の
で
な
い
こ

と
。

四

上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
、
一
日
に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文

の
数
量
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

イ

上
場
等
株
券
の
買
付
日
の
属
す
る
週
の
前
四
週
間
に
お
け
る
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
当
該
上
場
等

株
券
の
売
買
数
量
を
当
該
四
週
間
の
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
売
買
が
行
わ
れ
た
日
数
で
除

し
た
数
量
を
売
買
単
位
（
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
定
め
る
当
該
上
場
等
株
券
の
売
買
単
位
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
表
し
た
売
買
単
位
数
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
四
号
に
お
い
て
「
一
日
平
均
売
買
単
位
数

」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数

ロ

上
場
等
株
券
の
買
付
日
の
属
す
る
月
の
前
六
月
間
に
お
け
る
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
当
該
上
場
等

株
券
の
売
買
数
量
を
六
で
除
し
た
数
量
を
売
買
単
位
で
表
し
た
売
買
単
位
数
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
四
号
ロ
に
お

い
て
「
月
間
平
均
売
買
単
位
数
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
四
百
売
買
単
位
数
以
上
の
銘
柄

十
売
買
単
位
数
又
は
一
日
平
均
売
買
単
位
数
に
百
分

(1)
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の
五
十
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数
（
当
該
売
買
単
位
数
が
三
売
買
単
位
数
を
下
回
る
場
合
は
、
三
売
買
単
位
数
）
の
い

ず
れ
か
少
な
い
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
二
百
売
買
単
位
数
以
上
四
百
売
買
単
位
数
未
満
の
銘
柄

五
売
買
単
位
数
又
は
一
日
平

(2)
均
売
買
単
位
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数
（
当
該
売
買
単
位
数
が
三
売
買
単
位
数
を
下
回
る
場
合
は
、

三
売
買
単
位
数
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
二
百
売
買
単
位
数
未
満
の
銘
柄

三
売
買
単
位
数

(3)

２

前
項
第
三
号
及
び
第
二
十
三
条
第
三
号
に
お
い
て
「
最
終
の
売
買
の
価
格
」
と
は
、
上
場
等
株
券
の
シ
ス
テ
ム
売
買
の
終

了
す
べ
き
時
刻
の
直
近
に
お
け
る
売
買
の
価
格
を
い
い
、
「
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
」
と
は
、
上
場
等
株
券
の
シ
ス
テ
ム

売
買
の
終
了
す
べ
き
時
刻
の
直
近
に
お
け
る
売
り
気
配
の
最
安
値
と
買
い
気
配
の
最
高
値
を
平
均
し
た
価
格
（
そ
の
価
格
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
い
う
。

（
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
ク
銘
柄
で
あ
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
）

第
二
十
条

発
行
会
社
は
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
三
条
及
び

第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
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法
令
の
規
定
に
基
づ
く
店
頭
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
ク
銘
柄
（
店
頭
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
が
恒
常
的
に
売
付
け
及
び
買
付
け
の

気
配
を
出
し
、
か
つ
、
当
該
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
に
基
づ
き
売
買
の
義
務
を
負
う
も
の
と
し
て
認
可
金
融
商
品
取
引

業
協
会
に
届
出
を
行
い
、
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
指
定
す
る
銘
柄
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
四
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
日
に
二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
し
て
、
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
わ
な
い
こ
と
。

二

直
前
三
十
分
間
以
外
の
時
間
に
、
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
行
う
こ
と
（
直
前
三
十
分
間
以
外
の
時
間

に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
直
前
三
十
分
間
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
こ

と
を
約
す
も
の
は
、
直
前
三
十
分
間
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
行
う
も
の
と
み
な
す
。
）
。

三

上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
日
に
当
該
注
文
を
行
う
時
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
そ
の
日
の
公
表

価
格
の
う
ち
最
も
高
い
価
格
を
上
回
る
価
格
の
指
値
に
よ
る
当
該
注
文
を
行
う
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
当
該
指
値
が
店

頭
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
が
発
表
す
る
売
り
気
配
の
最
安
値
と
し
て
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
価

格
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
最
良
売
り
気
配
」
と
い
う
。
）
を
上
回
ら
な
い
価
格
で
注
文
を
行
う
こ
と
、
又
は
当
該
注

文
の
直
後
に
最
良
売
り
気
配
が
上
昇
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
最
良
売
り
気
配
の
価
格
に
よ
る
注
文
を
反
復
継
続
し
て
行
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う
も
の
で
な
い
こ
と
。

四

上
場
等
株
券
の
買
付
け
を
行
う
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
、
一
日
に
行
う
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文

の
数
量
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

イ

一
日
平
均
売
買
単
位
数
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数

ロ

月
間
平
均
売
買
単
位
数
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
四
百
売
買
単
位
数
以
上
の
銘
柄

十
売
買
単
位
数
又
は
一
日
平
均
売
買
単
位
数
に
百
分

(1)
の
五
十
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数
（
当
該
売
買
単
位
数
が
三
売
買
単
位
数
を
下
回
る
場
合
は
、
三
売
買
単
位
数
）
の
い

ず
れ
か
少
な
い
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
二
百
売
買
単
位
数
以
上
四
百
売
買
単
位
数
未
満
の
銘
柄

五
売
買
単
位
数
又
は
一
日
平

(2)
均
売
買
単
位
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
た
売
買
単
位
数
（
当
該
売
買
単
位
数
が
三
売
買
単
位
数
を
下
回
る
場
合
は
、

三
売
買
単
位
数
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
数
量

月
間
平
均
売
買
単
位
数
が
二
百
売
買
単
位
数
未
満
の
銘
柄

三
売
買
単
位
数

(3)

（
発
行
会
社
以
外
の
者
に
よ
る
買
付
け
の
委
託
等
）
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第
二
十
一
条

第
十
六
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
若
し
く
は
そ
の
委
託
等
又
は
こ
れ
ら
の

指
図
を
行
う
者
は
、
当
該
買
付
け
若
し
く
は
そ
の
委
託
等
又
は
こ
れ
ら
の
指
図
を
行
う
場
合
は
、
第
十
七
条
各
号
、
第
十
八

条
各
号
、
第
十
九
条
第
一
項
各
号
及
び
前
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
上
場
等
株
券
の
買
付
け
の
名
義
）

第
二
十
二
条

発
行
会
社
が
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
三
条
及
び
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
上
場
等
株
券

の
買
付
け
等
を
行
う
場
合
は
、
自
己
の
名
義
に
よ
り
（
信
託
会
社
等
が
信
託
契
約
に
基
づ
い
て
発
行
会
社
の
計
算
に
お
い
て

行
う
場
合
は
、
当
該
発
行
会
社
の
計
算
に
お
い
て
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
）
、

こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
引
の
公
正
の
確
保
の
た
め
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
）

第
二
十
三
条

発
行
会
社
が
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
三
条
及
び
第
百
六

十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の

規
定
に
基
づ
く
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
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一

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
（
次
号
に
規
定
す
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
除
く
。

）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
金
融
商
品
取
引
所
が
適
当
と
認
め
る
方
法

イ

当
該
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
当
該
上
場
等
株
券
の
前
日
の
最
終
の
売
買
の
価
格
（
公
表
さ
れ
た
同

日
に
お
け
る
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
を
含
み
、
そ
の
最
終
の
売
買
の
価
格
及
び
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
の
い

ず
れ
も
な
い
場
合
に
は
、
同
日
前
の
最
終
の
売
買
の
価
格
又
は
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
が
公
表
さ
れ
た
日
で
当
該
前

日
に
最
も
近
い
日
に
お
け
る
そ
の
最
終
の
売
買
の
価
格
又
は
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
と
す
る
。
）
を
上
回
ら
な

い
価
格
（
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
当
該
上
場
等
株
券
の
配
当
落
ち
又
は
権
利
落
ち
後
に
行
う
場
合
で
、
当

該
注
文
に
係
る
上
場
等
株
券
に
つ
き
当
該
金
融
商
品
取
引
所
が
当
該
注
文
の
直
近
に
公
表
し
た
当
該
取
引
所
金
融
商
品

市
場
に
お
け
る
価
格
が
配
当
落
ち
又
は
権
利
落
ち
の
前
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
注
文
に
係
る
上
場
等
株
券
に
つ

き
当
該
金
融
商
品
取
引
所
が
当
該
注
文
の
直
近
に
公
表
し
た
当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
価
格
か
ら
配
当
又

は
権
利
の
価
格
を
控
除
し
た
価
格
を
上
回
ら
な
い
価
格
）
の
指
値
に
よ
り
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
行
う
こ

と
。

ロ

あ
ら
か
じ
め
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
当
該
方
法
に
よ
り
行
う
旨
、
買
付
け
の
価
格
及
び
買
い
付
け
る
株
券
の
数
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量
そ
の
他
投
資
者
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
公
表
し
た
後
に
行
う
こ
と
。

ハ

株
主
間
の
公
平
が
確
保
さ
れ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

ニ

当
該
方
法
に
よ
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
日

に
お
い
て
当
該
方
法
に
よ
ら
ず
に
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
わ
な
い
こ
と
（
あ
ら
か
じ
め
公
表
し
た
買
い
付

け
る
株
券
の
数
量
に
買
い
付
け
た
株
券
の
数
量
が
満
た
な
い
場
合
に
は
、
満
た
な
い
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
方
法
に
よ
ら
ず
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
）
。

二

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
ク
銘
柄
に
係
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
金
融
商
品
取
引
所
が
適
当
と
認
め
る
方
法

イ

上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
が
金
融
商
品
取
引
所
が
公
表
し
た
売
買
の
終
了
す
べ
き
時
刻
に
お
け
る
直
近
の
売

り
気
配
の
最
安
値
と
買
い
気
配
の
最
高
値
を
平
均
し
て
算
出
し
た
価
格
（
そ
の
価
格
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
上
回
ら
な
い
価
格
の
指
値
に
よ
り
行
う
こ
と
。

ロ

あ
ら
か
じ
め
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
当
該
方
法
に
よ
り
行
う
旨
、
買
付
け
の
価
格
及
び
買
い
付
け
る
株
券
の
数

量
そ
の
他
投
資
者
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
公
表
し
た
後
に
行
う
こ
と
。
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ハ

株
主
間
の
公
平
が
確
保
さ
れ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

ニ

当
該
方
法
に
よ
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
日

に
お
い
て
当
該
方
法
に
よ
ら
ず
に
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
わ
な
い
こ
と
（
あ
ら
か
じ
め
公
表
し
た
買
い
付

け
る
株
券
の
数
量
に
買
い
付
け
た
株
券
の
数
量
が
満
た
な
い
場
合
に
は
、
満
た
な
い
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
方
法
に
よ
ら
ず
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
）
。

三

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
（
次
号
に
規
定
す
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
除
く

。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
適
当
と
認
め
る
方
法

イ

当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
当
該
上
場
等
株
券
の
前
日
の
最
終
の
売
買
の
価
格
（
公
表

さ
れ
た
同
日
に
お
け
る
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
を
含
み
、
そ
の
最
終
の
売
買
の
価
格
及
び
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
の

価
格
の
い
ず
れ
も
な
い
場
合
に
は
、
同
日
前
の
最
終
の
売
買
の
価
格
又
は
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
が
公
表
さ
れ
た
日

で
当
該
前
日
に
最
も
近
い
日
に
お
け
る
そ
の
最
終
の
売
買
の
価
格
又
は
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
の
価
格
と
す
る
。
）
を

上
回
ら
な
い
価
格
（
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
当
該
上
場
等
株
券
の
配
当
落
ち
又
は
権
利
落
ち
後
に
行
う
場

合
で
、
当
該
注
文
に
係
る
上
場
等
株
券
に
つ
き
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
当
該
注
文
の
直
近
に
公
表
し
た
当
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該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
価
格
が
配
当
落
ち
又
は
権
利
落
ち
の
前
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
注
文
に

係
る
上
場
等
株
券
に
つ
き
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
当
該
注
文
の
直
近
に
公
表
し
た
当
該
店
頭
売
買
有
価
証

券
市
場
に
お
け
る
価
格
か
ら
配
当
又
は
権
利
の
価
格
を
控
除
し
た
価
格
を
上
回
ら
な
い
価
格
）
の
指
値
に
よ
り
上
場
等

株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
を
行
う
こ
と
。

ロ

あ
ら
か
じ
め
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
当
該
方
法
に
よ
り
行
う
旨
、
買
付
け
の
価
格
及
び
買
い
付
け
る
株
券
の
数

量
そ
の
他
投
資
者
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
公
表
し
た
後
に
行
う
こ
と
。

ハ

株
主
間
の
公
平
が
確
保
さ
れ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

ニ

当
該
方
法
に
よ
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
日

に
お
い
て
当
該
方
法
に
よ
ら
ず
に
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
わ
な
い
こ
と
（
あ
ら
か
じ
め
公
表
し
た
買
い
付

け
る
株
券
の
数
量
に
買
い
付
け
た
株
券
の
数
量
が
満
た
な
い
場
合
に
は
、
満
た
な
い
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
方
法
に
よ
ら
ず
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
）
。

四

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
ク
銘
柄
に
係
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
適
当
と
認
め
る
方
法
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イ

上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
の
注
文
が
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
公
表
し
た
当
該
上
場
等
株
券
の
シ
ス
テ
ム
売
買

の
終
了
す
べ
き
時
刻
に
お
け
る
直
近
の
売
り
気
配
の
最
安
値
と
買
い
気
配
の
最
高
値
を
平
均
し
て
算
出
し
た
価
格
（
そ

の
価
格
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
上
回
ら
な
い
価
格
の

指
値
に
よ
り
行
う
こ
と
。

ロ

あ
ら
か
じ
め
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
当
該
方
法
に
よ
り
行
う
旨
、
買
付
け
の
価
格
及
び
買
い
付
け
る
株
券
の
数

量
そ
の
他
投
資
者
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
公
表
し
た
後
に
行
う
こ
と
。

ハ

株
主
間
の
公
平
が
確
保
さ
れ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

ニ

当
該
方
法
に
よ
る
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
日

に
お
い
て
当
該
方
法
に
よ
ら
ず
に
当
該
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
わ
な
い
こ
と
（
あ
ら
か
じ
め
公
表
し
た
買
い
付

け
る
株
券
の
数
量
に
買
い
付
け
た
株
券
の
数
量
が
満
た
な
い
場
合
に
は
、
満
た
な
い
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
方
法
に
よ
ら
ず
に
上
場
等
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
）
。

第
六
章

上
場
会
社
等
の
役
員
及
び
主
要
株
主
等
が
行
う
売
買
等

（
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
取
得
又
は
保
有
す
る
議
決
権
か
ら
除
く
議
決
権
）
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第
二
十
四
条

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
と
す
る
。

一

信
託
業
（
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式

二

金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
が
有
価
証
券
の
引
受
け
（
法
第
二
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
引
受
け
を

い
う
。
）
又
は
売
出
し
を
行
う
業
務
に
よ
り
取
得
し
た
株
式

三

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
が
そ
の
業
務
と
し
て
所
有
す
る
株
式

（
適
用
除
外
有
価
証
券
）

第
二
十
五
条

令
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ

る
有
価
証
券
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
特
定
約
束
手
形

を
除
く
。
）
の
性
質
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
の
発
行
を
目
的
と
し
て
設
立
又
は
運
営
さ
れ
る
法
人
（
次
号
に
お
い
て
「
特
別
目
的
法
人
」
と
い
う
。

）
に
直
接
又
は
間
接
に
所
有
者
か
ら
譲
渡
（
取
得
を
含
む
。
）
さ
れ
る
金
銭
債
権
そ
の
他
の
資
産
（
次
号
に
お
い
て
「
譲
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渡
資
産
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
こ
と
。

二

特
別
目
的
法
人
が
当
該
有
価
証
券
を
発
行
し
、
当
該
有
価
証
券
（
当
該
有
価
証
券
の
借
換
え
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
も

の
を
含
む
。
）
上
の
債
務
の
履
行
に
つ
い
て
譲
渡
資
産
の
管
理
、
運
用
又
は
処
分
を
行
う
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
金
銭
を

当
て
る
こ
と
。

（
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
に
準
ず
る
も
の
）

第
二
十
六
条

令
第
二
十
七
条
の
五
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合

に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
（
当
該
特
定
有
価
証
券
等
が
売
方
関
連
有
価
証
券
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
払
う
立

場
の
当
事
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
も
の

二

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
金
融
商
品
取
引
所

の
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
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実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
金

融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を

し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に

金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
（
当
該
特
定
有
価
証
券
等
が
売
方
関
連
有
価
証
券
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
領
す
る
立
場

の
当
事
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
金
融
商
品
取
引
所
の

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

三

特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン

の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地

位
（
当
該
特
定
有
価
証
券
等
が
売
方
関
連
有
価
証
券
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
売
主
と
し
て
の
地
位
。
以
下
こ
の
条
、
次
条

及
び
第
三
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の

行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位

（
当
該
特
定
有
価
証
券
が
売
方
関
連
有
価
証
券
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
買
主
と
し
て
の
地
位
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び

第
三
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与
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四

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定

時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の

約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

五

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ

シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取

引
に
お
い
て
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者

と
な
る
も
の
又
は
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事

者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇

し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下

落
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

六

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
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七

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ

シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取

引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の

当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

八

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

前
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
も
の
と
類
似
す
る
も
の

九

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合

に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の

十

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ

シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取

引
に
お
い
て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
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似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ

プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立

場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
一

特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ

ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の

地
位
を
取
得
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取

得
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
二

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行

使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実

の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る

数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取

得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い

［別紙７－２］(59/193)



て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価

証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又

は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
三

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約

定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
若
し
く
は
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が

取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の

十
四

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ

プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る

取
引
に
お
い
て
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事

者
と
な
る
も
の
若
し
く
は
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場

の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行

使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
特
定
有
価
証
券
等
の

価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
若
し
く
は
特
定
有
価
証
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券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
五

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ

若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も

の
十
六

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ

プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る

取
引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う

立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の

行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か

じ
め
定
め
た
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又

は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

（
特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
に
準
ず
る
も
の
）
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第
二
十
七
条

令
第
二
十
七
条
の
六
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合

に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

二

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
金
融
商
品
取
引
所

の
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現

実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
金
融

商
品
取
引
所
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し

た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金

銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

の
付
与

三

特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
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の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地

位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付

与
四

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定

時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約

定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

五

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ

シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取

引
に
お
い
て
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と

な
る
も
の
又
は
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事

者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
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し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も

下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

六

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

七

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ

シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取

引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場

の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者

が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

八

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

前
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
も
の
と
類
似
す
る
も
の

九

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
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に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の

十

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ

シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取

引
に
お
い
て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ

シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立

場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
一

特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ

ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の

地
位
を
取
得
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取

得
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
二

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
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使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実

の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る

数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得

及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て

現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証

券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又

は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
三

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約

定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
若
し
く
は
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取

引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の

十
四

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ

プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る

取
引
に
お
い
て
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
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と
な
る
も
の
若
し
く
は
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場

の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行

使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
特
定
有
価
証
券
等
の

価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
若
し
く
は
特
定
有
価

証
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
五

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ

若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る

も
の

十
六

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ

プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る

取
引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す

る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
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の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら

か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又

は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

（
役
員
及
び
主
要
株
主
の
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
又
は
売
付
け
に
含
ま
れ
る
場
合
）

第
二
十
八
条

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
主
要
株

主
（
同
項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
受
益
者
で
あ
る
運
用
方
法
が
特
定
さ
れ
た

信
託
に
つ
い
て
、
当
該
上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
主
要
株
主
の
指
図
に
基
づ
き
受
託
者
が
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証

券
等
に
係
る
買
付
け
等
（
同
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
売
付
け
等
（
同
項

に
規
定
す
る
売
付
け
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
と
す
る
。

（
売
買
に
関
す
る
報
告
書
の
記
載
事
項
及
び
提
出
先
等
）

第
二
十
九
条

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
主
要
株
主
は
、
別

紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
当
該
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
報
告
書
は
、
そ
の
提
出
者
が
居
住
者
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
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第
六
条
第
一
項
第
五
号
前
段
に
規
定
す
る
居
住
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
そ
の
者
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
（
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
住
所
又
は
居
所
）
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区

域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
、
非
居
住
者
（
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
）

で
あ
る
と
き
は
関
東
財
務
局
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
報
告
書
を
法
第
百
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を

経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
本
店
（
外
国
法
人
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等

に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財

務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
、
取
引
所
取
引
許
可
業
者
（
法
第
六
十
条
の
四

第
一
項
に
規
定
す
る
取
引
所
取
引
許
可
業
者
を
い
う
。
第
四
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
関
東
財
務
局
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
条

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

会
社
法
第
百
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
単
元
の
株
式
の
数
に
満
た
な
い
数
の
株
式
の
み
に
係
る
株
券
の
買
付
け
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又
は
売
付
け
を
し
た
場
合

二

上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
従
業
員
（
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
上
場
会
社
等
の
他

の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
上
場
会
社
等
が
会
社
法
第

百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

基
づ
き
買
い
付
け
て
い
た
株
券
以
外
の
も
の
を
買
い
付
け
た
と
き
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
等
を
し
て
行
っ
た
場

合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ

た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限
る
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三

上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
従
業
員
が
信
託
業
を
営
む
者
と
信
託
財
産
を
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し

て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
信
託
契
約
を
締
結
し
、
当
該
信
託
業
を
営
む
者
が
当
該
役
員
又
は
従
業
員
の
指
図
に
基

づ
き
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投

資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
当
該
役
員
又
は
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
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財
産
と
当
該
上
場
会
社
等
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
が
合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
限

る
。
）

四

上
場
会
社
等
の
関
係
会
社
の
従
業
員
が
当
該
関
係
会
社
の
他
の
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付

け
を
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
等
を
し
て
行
っ
た
場
合
（
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付

け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
各
従
業

員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

上
場
会
社
等
の
関
係
会
社
の
従
業
員
が
信
託
業
を
営
む
者
と
信
託
財
産
を
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
に
対
す
る
投
資
と

し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
信
託
契
約
を
締
結
し
、
当
該
信
託
業
を
営
む
者
が
当
該
従
業
員
の
指
図
に
基
づ
き
当

該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
を
行
っ
た
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一

定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
当
該
従
業
員
を

委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
当
該
関
係
会
社
の
他
の
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
が
合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
場

合
に
限
る
。
）

六

累
積
投
資
契
約
に
よ
り
上
場
会
社
等
の
株
券
（
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
買
付
け
が
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金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
等
を
し
て
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資

判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
各
顧
客
の
一
銘
柄
に
対
す
る
払
込
金
額
が
一
月
当

た
り
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限
る
。
）

七

金
融
商
品
取
引
所
で
行
わ
れ
る
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
の
集
合
体
を
対
象
と
す
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
取
引
を
行
っ
た
場
合

八

法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
定
有
価
証
券
の
売
買
を
し
た
場
合

九

上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
主
要
株
主
が
、
当
該
上
場
会
社
等
の
発
行
す
る
特
定
有
価
証
券
等
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
に
係
る
買
戻
条
件
付
売
買
で
あ
っ
て
買
戻
価
格
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
行
う
場
合
（
当

該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
専
ら
自
己
の
資
金
調
達
の
た
め
に
行
う
場
合
に
限
る
。
）

イ

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）

ロ

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
イ
の
性
質
を
有
す
る
も
の

十

会
社
法
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集
新
株
予
約
権
を
取
得
し
た
場
合

十
一

新
株
予
約
権
を
有
す
る
者
が
当
該
新
株
予
約
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
株
券
の
買
付
け
を
行
っ
た
場
合
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十
二

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
又
は
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
を
行
っ
た
場
合

十
三

銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
が
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
（
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
株
式
買
取
り
（
同
法
第
三
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
式
の
買
取
り
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
買
い
付
け

た
株
券
の
売
付
け
を
行
っ
た
場
合
（
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
か
ら
そ
の
業
務

の
一
部
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
き
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
又
は
売
付
け
を
行
っ
た
場
合

を
含
む
。
）

２

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の

会
社
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
を
い
う
。

一

上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
総
株
主
等
の
議
決
権
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

二

前
号
の
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

他
の
会
社
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３

第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
関
係
会
社
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
（
上
場
会
社
等
を

除
く
。
）
を
い
う
。

一

上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
五
以
上
の
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

他
の
会
社

二

上
場
会
社
等
に
対
す
る
前
事
業
年
度
に
お
け
る
他
の
会
社
の
売
上
高
が
当
該
他
の
会
社
の
売
上
高
の
総
額
の
百
分
の
五

十
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

三

上
場
会
社
等
か
ら
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
他
の
会
社
の
仕
入
高
が
当
該
他
の
会
社
の
仕
入
高
の
総
額
の
百
分
の
五
十

以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

（
申
立
書
の
提
出
先
）

第
三
十
一
条

法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
主
要
株
主
は
、

申
立
書
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
関
係
書
類
の
写
し
の
公
衆
縦
覧
）

第
三
十
二
条

法
第
百
六
十
四
条
第
七
項
の
利
益
関
係
書
類
の
写
し
は
、
関
東
財
務
局
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
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も
の
と
す
る
。

（
短
期
売
買
利
益
の
返
還
の
適
用
除
外
）

第
三
十
三
条

法
第
百
六
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と

す
る
。

（
利
益
の
算
定
の
方
法
）

第
三
十
四
条

法
第
百
六
十
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
利
益
の
算
定
の
方
法
は
、
法
第
百
六
十
三
条
第
一

項
の
報
告
書
の
記
載
に
基
づ
き
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
の
う
ち
売
買
合
致
数
量
に

係
る
手
数
料
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
部
分
の
金
額
を
利
益
の
額
と
す
る
方
法
と
す
る
（
上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
主
要

株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
等
を
行
っ
た
後
六
月
以
内
に
売
付
け
等
を
行
い
、
又
は
売
付
け
等

を
行
っ
た
後
六
月
以
内
に
買
付
け
等
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

一

特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
等
（
売
買
合
致
数
量
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
価
額

二

特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
等
（
売
買
合
致
数
量
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
価
額

２

前
項
に
規
定
す
る
計
算
に
関
し
て
、
複
数
の
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
項
第
一
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号
の
特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
等
又
は
同
項
第
二
号
の
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
等
に
は
、
複
数
の
売
付
け
等
又
は
買

付
け
等
の
う
ち
最
も
早
い
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
か
ら
順
次
売
買
合
致
数
量
に
達
す
る
ま
で
割
り
当
て
る
も
の
と
す
る
（
当

該
買
付
け
等
を
行
っ
た
後
六
月
以
内
に
当
該
売
付
け
等
を
行
っ
た
も
の
又
は
当
該
売
付
け
等
を
行
っ
た
後
六
月
以
内
に
当
該

買
付
け
等
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
日
に
お
い
て
複
数
の
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
を
行

っ
た
と
き
は
、
当
該
買
付
け
等
に
つ
い
て
は
最
も
単
価
が
低
い
も
の
か
ら
順
に
買
付
け
等
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
当
該

売
付
け
等
に
つ
い
て
は
最
も
単
価
が
高
い
も
の
か
ら
順
に
売
付
け
等
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

前
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
の
う
ち
売
買
合
致
数
量
を
超
え
る
部
分
は
、
当
該
買
付
け
等
又
は

売
付
け
等
と
は
別
個
の
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
と
み
な
し
、
更
に
利
益
の
算
定
を
行
う
対
象
と
す
る
（
当
該
買
付
け
等
を

行
っ
た
後
六
月
以
内
に
売
付
け
等
を
行
っ
た
も
の
又
は
当
該
売
付
け
等
を
行
っ
た
後
六
月
以
内
に
買
付
け
等
を
行
っ
た
も
の

に
限
る
。
）
。

４

前
三
項
の
「
売
買
合
致
数
量
」
と
は
、
特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
等
の
数
量
と
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
等
の
数
量

の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
く
な
い
数
量
を
い
う
。

５

第
一
項
の
「
価
額
」
と
は
、
特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
等
又
は
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
等
の
価
格
に
そ
れ
ぞ
れ
の
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数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。

（
特
定
取
引
に
準
ず
る
も
の
）

第
三
十
五
条

令
第
二
十
七
条
の
七
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
係
る
法

第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
又
は
第
二
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
、
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ

ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与
と
す
る
。

（
特
定
取
引
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
額
）

第
三
十
六
条

法
第
百
六
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
取
引
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
額
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

関
連
有
価
証
券
（
売
方
関
連
有
価
証
券
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
売
付
け
又
は
売
方
関

連
有
価
証
券
の
買
付
け

当
該
売
付
け
に
係
る
関
連
有
価
証
券
又
は
買
付
け
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た

オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
額
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二

特
定
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
又
は
第
二
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

取
得
し
、

又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
額

三

関
連
有
価
証
券
又
は
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
十
二
項
第
三

号
に
掲
げ
る
取
引

取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る
関
連
有
価
証

券
又
は
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
額

（
役
員
又
は
主
要
株
主
が
有
す
る
当
該
上
場
会
社
等
の
同
種
の
特
定
有
価
証
券
の
額
）

第
三
十
七
条

法
第
百
六
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
主
要
株
主
が
有
す
る
当
該
上
場
会
社
等
の
同

種
の
特
定
有
価
証
券
の
額
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

一

特
定
有
価
証
券
の
売
付
け

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
の
売
付
け
に
係
る
特
定
有
価
証
券
と
同
じ
種
類
の
当
該
上
場
会

社
等
の
特
定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
、
当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
所
有
す
る
も
の
の
額
に
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る

額
を
加
え
た
額
か
ら
チ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

イ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
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係
る
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
信
用
取
引
に
よ
り
買
付
け
を
し
て
、
信
用
に
係
る
債
務
を
決
済
し
て
い
な
い
場
合
に
お

け
る
当
該
信
用
取
引
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額
（
関
連
有
価
証
券
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
関
連
有

価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）

ロ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に

係
る
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
発
行
日
取
引
に
よ
り
買
付
け
を
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る

当
該
発
行
日
取
引
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ハ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に

係
る
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ

プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
又
は
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限

る
。
）
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係

る
特
定
有
価
証
券
又
は
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る
当
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該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ニ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
関
連
有
価
証
券
を
所
有
し
て

い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券

の
額

ホ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
つ
い

て
消
費
貸
借
に
よ
る
借
入
れ
を
し
、
又
は
消
費
寄
託
に
よ
る
寄
託
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
借
入
れ
又
は
寄

託
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ヘ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
つ
い

て
発
行
日
取
引
に
よ
り
売
付
け
を
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
発
行
日
取
引
に
係
る
売

方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ト

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売
買

に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
売
方
関
連

有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
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プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
買

主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ

シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に

係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

チ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に

係
る
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
消
費
貸
借
に
よ
る
借
入
れ
を
し
、
又
は
消
費
寄
託
に
よ
る
寄
託
を
受
け
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
借
入
れ
又
は
寄
託
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

リ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に

係
る
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
発
行
日
取
引
に
よ
り
売
付
け
を
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る

当
該
発
行
日
取
引
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ヌ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に

係
る
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ

プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
又
は
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
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る
。
）
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係

る
特
定
有
価
証
券
又
は
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る
当

該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ル

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
つ
い

て
信
用
取
引
に
よ
り
買
付
け
を
し
て
、
信
用
に
係
る
債
務
を
決
済
し
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
信
用
取
引
に
係
る

当
該
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ヲ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
つ
い

て
発
行
日
取
引
に
よ
り
買
付
け
を
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
発
行
日
取
引
に
係
る
当

該
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ワ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売
買

に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
売
方
関
連

有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
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プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
売

主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ

シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に

係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

二

関
連
有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
売
方
関
連
有
価
証
券
の
買
付
け

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
の
売
付
け
に
係
る
関
連
有

価
証
券
又
は
買
付
け
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
と
同
じ

種
類
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
所
有
す
る
も
の
の
額
に
前
号
イ
か
ら

ト
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
加
え
た
額
か
ら
同
号
チ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

三

特
定
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
又
は
第
二
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

当
該
役
員

又
は
主
要
株
主
の
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る
特
定
有
価
証
券

と
同
じ
種
類
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
所
有
す
る
も
の
の
額
に
第
一

号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
加
え
た
額
か
ら
同
号
チ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

四

関
連
有
価
証
券
又
は
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
十
二
項
第
三
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号
に
掲
げ
る
取
引

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
の
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す

る
売
買
に
係
る
関
連
有
価
証
券
又
は
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券

と
同
じ
種
類
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
所
有
す
る
も
の
の
額
に
第
一

号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
加
え
た
額
か
ら
同
号
チ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

（
売
付
け
等
に
お
い
て
授
受
さ
れ
る
金
銭
の
額
を
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
特
定
有
価
証
券
の
数
量
）

第
三
十
八
条

法
第
百
六
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
付
け
等
に
お
い
て
授
受
さ
れ
る
金
銭
の
額

を
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
特
定
有
価
証
券
の
数
量
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

一

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
又
は
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

当
該
取
引
に
係
る

取
引
契
約
金
額
を
一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
約
定
数
値
（
約
定
数
値
を
そ
の
取
引
に
係
る
想
定
特
定
有
価
証
券
数
で
除

し
て
得
た
数
値
）
で
除
し
て
得
た
数
量

二

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
金
融
商
品
取
引
所
の

定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
条
第
二
十
二
項
第
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二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合

に
成
立
す
る
同
条
第
二
十
一
項
第
二
号
又
は
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
取
引
契
約
金
額
を
一
特
定
有
価

証
券
当
た
り
の
権
利
行
使
約
定
数
値
（
そ
の
取
引
の
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
約
定
数

値
）
で
除
し
て
得
た
数
量

三

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
又
は
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

当
該
取
引
に
係
る

想
定
元
本
額
を
一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量

四

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
条

第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行

使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
同
条
第
二
十
一
項
第
四
号
又
は
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
を

一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量

五

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
又
は
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
該
取
引
に
係
る

想
定
元
本
額
を
一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量

六

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
条
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第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行

使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
同
条
第
二
十
一
項
第
五
号
又
は
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
を

一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量

七

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行

使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
を
一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
権
利
行
使
約
定
数
値
（
そ
の
取
引

の
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
約
定
数
値
）
で
除
し
て
得
た
数
量

八

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
又
は
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

当
該
取
引
に
係
る

取
引
契
約
金
額
を
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
の
約
定
数
値
（
約
定
数
値
を
そ
の
取
引
に
係
る
想
定
関
連
有
価
証
券
数
で
除

し
て
得
た
数
値
）
で
除
し
て
得
た
数
に
そ
の
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特

定
有
価
証
券
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
数
量

九

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
金
融
商
品
取
引
所
の

定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
条
第
二
十
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
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に
成
立
す
る
同
条
第
二
十
一
項
第
二
号
又
は
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
取
引
契
約
金
額
を
一
関
連
有
価

証
券
当
た
り
の
権
利
行
使
約
定
数
値
（
そ
の
取
引
の
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
約
定
数

値
）
で
除
し
て
得
た
数
に
そ
の
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券

の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
数
量

十

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
又
は
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

当
該
取
引
に
係
る

想
定
元
本
額
を
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
に
そ
の
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
に
表
示
さ
れ
た

オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
数
量

十
一

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同

条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が

行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
同
条
第
二
十
一
項
第
四
号
又
は
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額

を
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
に
そ
の
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン

又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
数
量

十
二

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
又
は
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
該
取
引
に
係
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る
想
定
元
本
額
を
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
に
そ
の
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
に
表
示
さ
れ

た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
数
量

十
三

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同

条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が

行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
同
条
第
二
十
一
項
第
五
号
又
は
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額

を
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
に
そ
の
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン

又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
数
量

十
四

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が

行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
を
一
関
連
有
価
証
券
当
た
り
の
権
利
行
使
約
定
数
値
（
そ
の
取

引
の
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
約
定
数
値
）
で
除
し
て
得
た
数
に
そ
の
一
関
連
有
価
証

券
当
た
り
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
数
量

（
役
員
又
は
主
要
株
主
が
有
す
る
当
該
上
場
会
社
等
の
同
種
の
特
定
有
価
証
券
の
数
量
）

第
三
十
九
条

法
第
百
六
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
主
要
株
主
が
有
す
る
当
該
上
場
会
社
等
の
同
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種
の
特
定
有
価
証
券
の
数
量
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

一

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
、
同
条
第
二
十
二
項
第
二
号

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
の
当
該
取
引
に
係
る

特
定
有
価
証
券
と
同
じ
種
類
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
所
有
す
る
も

の
の
額
を
当
該
取
引
を
し
た
日
に
お
け
る
一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量
に
次
の
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
数
量
を
加
え
て
得
た
数
量
か
ら
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
数
量
を
控
除
し
て
得
た
数
量

イ

第
三
十
七
条
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量

ロ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
二
十
七
条
の
五
第
四
号

に
規
定
す
る
取
引
を
し
て
、
そ
の
決
済
を
し
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
に
係
る
前
条
に
規
定
す
る
特
定
有
価

証
券
の
数
量

ハ

第
三
十
七
条
第
一
号
チ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量

ニ

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
二
十
七
条
の
六
第
四
号
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に
規
定
す
る
取
引
を
し
て
、
そ
の
決
済
を
し
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
に
係
る
前
条
に
規
定
す
る
特
定
有
価

証
券
の
数
量

二

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
、
同
条
第
二
十
二
項
第
二
号

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
の
当
該
取
引
に
係
る

関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
と
同
じ
種
類
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定

有
価
証
券
で
あ
っ
て
当
該
役
員
又
は
主
要
株
主
が
所
有
す
る
も
の
の
額
を
当
該
取
引
を
し
た
日
に
お
け
る
一
特
定
有
価
証

券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量
に
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
数
量
を
加
え
て
得
た
数
量
か
ら
同
号
ハ
及
び
ニ
に

掲
げ
る
数
量
を
控
除
し
て
得
た
数
量

（
特
定
組
合
等
の
組
合
員
に
係
る
売
買
に
関
す
る
報
告
）

第
四
十
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
二
十
七
条
の
八
に
規
定
す
る

団
体
の
構
成
員
と
す
る
。

２

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
全
員
が
受
益
者
で

あ
る
運
用
方
法
が
特
定
さ
れ
た
信
託
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
指
図
に
基
づ
き
受
託
者
が
当
該
上
場
会
社
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等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
を
す
る
場
合
と
す
る
。

３

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
組
合
員
は
、
次
に
掲
げ
る
組
合
員
を
い
う
。

一

信
託
の
受
託
者
に
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
の
指
図
を
行
う
組
合
員

二

投
資
一
任
契
約
に
基
づ
き
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る

特
定
組
合
等
の
業
務
を
執
行
す
る
組
合
員

４

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

会
社
法
第
百
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
単
元
の
株
式
の
数
に
満
た
な
い
数
の
株
式
の
み
に
係
る
株
券
の
買
付
け

又
は
売
付
け
を
し
た
場
合

二

特
定
組
合
等
（
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
全
員
が
上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
従
業
員
（
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の

会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
共
同
し
て
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
に
基
づ
く
も
の

に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
上
場
会
社

等
が
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
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。
）
の
規
定
に
基
づ
き
買
い
付
け
て
い
た
株
券
以
外
の
も
の
を
買
い
付
け
た
と
き
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
等
を

し
て
行
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継

続
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い

場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三

特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
信
託
業
を
営
む
者
と
信
託
財
産
を
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
信
託
契
約
を
締
結
し
、
当
該
信
託
業
を
営
む
者
が
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
指
図
に
基
づ
き

当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判

断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託

財
産
と
他
の
特
定
組
合
等
の
組
合
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
が
合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

四

特
定
組
合
等
（
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
全
員
が
上
場
会
社
等
の
関
係
会
社
の
従
業
員
で
あ
り
、
共
同
し
て
当
該

上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
組
合

員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
を
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
等
を
し
て
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付

け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
各
従
業
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員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
信
託
業
を
営
む
者
と
信
託
財
産
を
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
信
託
契
約
を
締
結
し
、
当
該
信
託
業
を
営
む
者
が
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
指
図
に
基
づ
き

当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判

断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託

財
産
と
他
の
特
定
組
合
等
の
組
合
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
が
合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

六

累
積
投
資
契
約
に
よ
り
上
場
会
社
等
の
株
券
（
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
）
の
買
付
け
が
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託

等
を
し
て
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的

に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
各
顧
客
の
一
銘
柄
に
対
す
る
払
込
金
額
が
一
月
当
た
り
百
万
円
に
満
た
な
い
場

合
に
限
る
。
）

七

金
融
商
品
取
引
所
で
行
わ
れ
る
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
の
集
合
体
を
対
象
と
す
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
取
引
を
行
っ
た
場
合

八

法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
定
有
価
証
券
の
売
買
を
し
た
場
合
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九

特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
、
上
場
会
社
等
の
発
行
す
る
特
定
有
価
証
券
等
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に

係
る
買
戻
条
件
付
売
買
で
あ
っ
て
買
戻
価
格
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
行
う
場
合
（
当
該
特
定
組
合
等
の

組
合
員
が
専
ら
当
該
特
定
組
合
等
の
資
金
調
達
の
た
め
に
行
う
場
合
に
限
る
。
）

イ

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）

ロ

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
イ
の
性
質
を
有
す
る
も
の

十

会
社
法
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集
新
株
予
約
権
を
取
得
し
た
場
合

十
一

新
株
予
約
権
を
有
す
る
者
が
当
該
新
株
予
約
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
株
券
の
買
付
け
を
行
っ
た
場
合

十
二

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
又
は
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
を
行
っ
た
場
合

５

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の

会
社
と
は
、
第
三
十
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
を
い
う
。

６

第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
関
係
会
社
と
は
、
第
三
十
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
（
上
場
会
社
等
を

除
く
。
）
を
い
う
。

（
特
定
組
合
等
の
組
合
員
に
係
る
売
買
に
関
す
る
報
告
書
の
記
載
事
項
及
び
提
出
先
等
）
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第
四
十
一
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
特
定
組
合
等
の
組
合
員
は
、
別
紙
様
式

第
四
号
に
よ
り
当
該
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
報
告
書
は
、
特
定
組
合
等
が
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

組
合
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
組
合
、
法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
又
は
同
項
に

規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
で
あ
る
と
き
は
当
該
特
定
組
合
等
の
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）

に
、
令
第
二
十
七
条
の
八
に
定
め
る
団
体
で
あ
る
と
き
は
関
東
財
務
局
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
報
告
書
を
法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者

等
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
本
店
（
外
国
法
人
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業

者
等
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福

岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
、
取
引
所
取
引
許
可
業
者
を
経
由
し
て
提

出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
関
東
財
務
局
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
限
責
任
構
成
員
）
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第
四
十
二
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
二
十
七
条
の
八
に
規
定
す
る
団

体
の
構
成
員
で
、
そ
の
出
資
の
価
額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
団
体
の
債
務
を
弁
済
す
る
責
任
を
負
う
者
と
す
る
。

（
申
立
書
の
提
出
先
）

第
四
十
三
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
報
告
書
提
出
組
合
員
（
同
条
第
九
項

に
規
定
す
る
報
告
書
提
出
組
合
員
を
い
う
。
）
は
、
申
立
書
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
合
利
益
関
係
書
類
の
写
し
の
公
衆
縦
覧
）

第
四
十
四
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
十
二
項
の
組
合
利
益
関
係
書
類
の
写
し
は
、
関
東
財
務
局
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦

覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
組
合
等
の
組
合
員
に
係
る
短
期
売
買
利
益
の
返
還
の
適
用
除
外
）

第
四
十
五
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
十
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
四
十
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ

る
場
合
と
す
る
。

（
特
定
組
合
等
の
財
産
に
つ
い
て
生
じ
る
利
益
の
算
定
の
方
法
）

第
四
十
六
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
利
益
の
算
定
の
方
法
は
、
法
第
百
六
十
五
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条
の
二
第
一
項
の
報
告
書
の
記
載
に
基
づ
き
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
の
う
ち
売
買

合
致
数
量
に
係
る
手
数
料
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
部
分
の
金
額
を
利
益
の
額
と
す
る
方
法
と
す
る
（
特
定
組
合
等
の
財

産
に
関
し
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
等
を
行
っ
た
後
六
月
以
内
に
売
付
け

等
を
行
い
、
又
は
売
付
け
等
を
行
っ
た
後
六
月
以
内
に
買
付
け
等
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

一

特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
等
（
売
買
合
致
数
量
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
価
額

二

特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
等
（
売
買
合
致
数
量
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
価
額

２

前
項
に
規
定
す
る
計
算
に
関
し
て
、
複
数
の
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
項
第
一

号
の
特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
等
又
は
同
項
第
二
号
の
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
等
に
は
、
複
数
の
売
付
け
等
又
は
買

付
け
等
の
う
ち
最
も
早
い
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
か
ら
順
次
売
買
合
致
数
量
に
達
す
る
ま
で
割
り
当
て
る
も
の
と
す
る
（
当

該
買
付
け
等
を
行
っ
た
後
六
月
以
内
に
当
該
売
付
け
等
を
行
っ
た
も
の
又
は
当
該
売
付
け
等
を
行
っ
た
後
六
月
以
内
に
当
該

買
付
け
等
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
日
に
お
い
て
複
数
の
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
を
行

っ
た
と
き
は
、
当
該
買
付
け
等
に
つ
い
て
は
最
も
単
価
が
低
い
も
の
か
ら
順
に
買
付
け
等
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
当
該

売
付
け
等
に
つ
い
て
は
最
も
単
価
が
高
い
も
の
か
ら
順
に
売
付
け
等
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
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３

前
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
の
う
ち
売
買
合
致
数
量
を
超
え
る
部
分
は
、
当
該
買
付
け
等
又
は

売
付
け
等
と
は
別
個
の
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
と
み
な
し
、
更
に
利
益
の
算
定
を
行
う
対
象
と
す
る
（
当
該
買
付
け
等
を

行
っ
た
後
六
月
以
内
に
売
付
け
等
を
行
っ
た
も
の
又
は
当
該
売
付
け
等
を
行
っ
た
後
六
月
以
内
に
買
付
け
等
を
行
っ
た
も
の

に
限
る
。
）
。

４

前
三
項
の
「
売
買
合
致
数
量
」
と
は
、
特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
等
の
数
量
と
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
等
の
数
量

の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
く
な
い
数
量
を
い
う
。

５

第
一
項
の
「
価
額
」
と
は
、
特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
等
又
は
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
等
の
価
格
に
そ
れ
ぞ
れ
の

数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。

（
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
禁
止
行
為
）

第
四
十
七
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
十
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
取
引
に
係
る
特
定
有
価
証
券
の
額
と
し
て
内
閣
府

令
で
定
め
る
額
は
、
第
三
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

２

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
十
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
有
す
る
当
該
上
場
会
社
等
の
同
種
の
特

定
有
価
証
券
の
額
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
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と
す
る
。

一

特
定
有
価
証
券
の
売
付
け

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
売
付
け
に
係
る
特
定
有
価
証
券
と
同
じ
種
類
の
当
該
上
場

会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
所
有
す
る
も
の
の
額
に
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲

げ
る
額
を
加
え
た
額
か
ら
チ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

イ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券

に
係
る
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
信
用
取
引
に
よ
り
買
付
け
を
し
て
、
信
用
に
係
る
債
務
を
決
済
し
て
い
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
信
用
取
引
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額
（
関
連
有
価
証
券
の
場
合
は
、
当
該
関
連
有
価
証
券

に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）

ロ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券

に
係
る
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
発
行
日
取
引
に
よ
り
買
付
け
を
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
お
け

る
当
該
発
行
日
取
引
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ハ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
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に
係
る
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
又
は
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に

係
る
特
定
有
価
証
券
又
は
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付

与
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る

当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ニ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
関
連
有
価
証
券
を
所
有
し

て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証

券
の
額

ホ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
つ

い
て
消
費
貸
借
に
よ
る
借
入
れ
を
し
、
又
は
消
費
寄
託
に
よ
る
寄
託
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
借
入
れ
又
は

寄
託
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ヘ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
つ
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い
て
発
行
日
取
引
に
よ
り
売
付
け
を
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
発
行
日
取
引
に
係
る

売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ト

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売

買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
売
方
関

連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て

買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ

プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利

に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

チ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券

に
係
る
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
消
費
貸
借
に
よ
る
借
入
れ
を
し
、
又
は
消
費
寄
託
に
よ
る
寄
託
を
受
け
て
い
る
場
合

に
お
け
る
当
該
借
入
れ
又
は
寄
託
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

リ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
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に
係
る
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
発
行
日
取
引
に
よ
り
売
付
け
を
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
お
け

る
当
該
発
行
日
取
引
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ヌ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
又
は
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券

に
係
る
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
特
定
有
価
証
券
又
は
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に

係
る
特
定
有
価
証
券
又
は
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付

与
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る

当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ル

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
つ

い
て
信
用
取
引
に
よ
り
買
付
け
を
し
て
、
信
用
に
係
る
債
務
を
決
済
し
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
信
用
取
引
に
係

る
当
該
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ヲ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
つ
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い
て
発
行
日
取
引
に
よ
り
買
付
け
を
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
発
行
日
取
引
に
係
る

当
該
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

ワ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売

買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
売
方
関

連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て

売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ

プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利

に
係
る
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
の
額

二

関
連
有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
売
方
関
連
有
価
証
券
の
買
付
け

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
売
付
け
に
係
る
関
連

有
価
証
券
又
は
買
付
け
に
係
る
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
と
同

じ
種
類
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
所
有
す
る
も
の
の
額
に
前
号
イ

か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
加
え
た
額
か
ら
同
号
チ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
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三

特
定
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
又
は
第
二
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

当
該
特
定

組
合
等
の
組
合
員
の
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
売
買
に
係
る
特
定
有
価
証

券
と
同
じ
種
類
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
所
有
す
る
も
の
の
額
に

第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
加
え
た
額
か
ら
同
号
チ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

四

関
連
有
価
証
券
又
は
売
方
関
連
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
十
二
項
第
三

号
に
掲
げ
る
取
引

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立

す
る
売
買
に
係
る
関
連
有
価
証
券
又
は
売
方
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証

券
と
同
じ
種
類
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
所
有
す
る
も
の
の
額
に

第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
加
え
た
額
か
ら
同
号
チ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

３

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
付
け
等
に
お
い
て
授
受
さ
れ
る
金
銭

の
額
を
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
特
定
有
価
証
券
の
数
量
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
量
は
、
第
三
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

４

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
有
す
る
当
該
上
場
会
社
等
の
同
種
の
特
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定
有
価
証
券
の
数
量
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
数
量
と
す
る
。

一

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
、
同
条
第
二
十
二
項
第
二
号

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
当
該
取
引
に
係

る
特
定
有
価
証
券
と
同
じ
種
類
の
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
所
有
す
る
も

の
の
額
を
当
該
取
引
を
し
た
日
に
お
け
る
一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量
に
次
の
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
数
量
を
加
え
て
得
た
数
量
か
ら
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
数
量
を
控
除
し
て
得
た
数
量

イ

第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量

ロ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
二
十
七
条
の
五
第
四
号
に

規
定
す
る
取
引
を
し
て
、
そ
の
決
済
を
し
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
に
係
る
前
項
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証

券
の
数
量

ハ

第
二
項
第
一
号
チ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
一
特
定
有
価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量

ニ

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
当
該
上
場
会
社
等
の
当
該
種
類
の
特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
二
十
七
条
の
六
第
四
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号
に
規
定
す
る
取
引
を
し
て
、
そ
の
決
済
を
し
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
に
係
る
前
項
に
規
定
す
る
特
定
有

価
証
券
の
数
量

二

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
、
同
条
第
二
十
二
項
第
二
号

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
の
当
該
取
引
に
係

る
関
連
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
と
同
じ
種
類
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特

定
有
価
証
券
で
あ
っ
て
当
該
特
定
組
合
等
の
組
合
員
が
所
有
す
る
も
の
の
額
を
当
該
取
引
を
し
た
日
に
お
け
る
一
特
定
有

価
証
券
当
た
り
の
時
価
額
で
除
し
て
得
た
数
量
に
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
数
量
を
加
え
て
得
た
数
量
か
ら
同
号
ハ
及
び

ニ
に
掲
げ
る
数
量
を
控
除
し
て
得
た
数
量

第
七
章

重
要
事
実
を
知
っ
た
会
社
関
係
者
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
っ
た
公
開
買
付
者
等
関
係
者
が
行
う
売

買
等

（
会
社
関
係
者
と
な
る
協
同
組
織
金
融
機
関
の
普
通
出
資
者
）

第
四
十
八
条

法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
四
十
一
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
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。
）
に
定
め
る
権
利
を
得
た
信
用
協
同
組
合
及
び
同
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
の
普

通
出
資
者
並
び
に
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
五
十
九
条
の
三
に
定
め
る
権
利
を
得
た
労
働

金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
の
普
通
出
資
者
と
す
る
。

（
上
場
会
社
等
の
機
関
決
定
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）

第
四
十
九
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

会
社
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
の
発
行
す
る
株
式
若
し
く
は
そ
の
処
分
す
る
自
己
株
式
を
引

き
受
け
る
者
（
協
同
組
織
金
融
機
関
が
発
行
す
る
優
先
出
資
を
引
き
受
け
る
者
を
含
む
。
）
の
募
集
（
処
分
す
る
自
己

株
式
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
（
上
場
会
社
等
が

外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集

新
株
予
約
権
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
の
払
込
金
額
の
総
額
が
一
億
円
（
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
証
券
の
募
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集
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
億
円
に
相
当
す
る
額
）
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
（
優
先
出
資
を
そ
の
券
面
額
を

発
行
価
額
と
し
て
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
者
（
ロ
に
お
い
て
「
優
先
出
資
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
そ
の

有
す
る
優
先
出
資
の
数
に
応
じ
て
発
行
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ロ

優
先
出
資
を
そ
の
券
面
額
を
発
行
価
額
と
し
て
優
先
出
資
者
に
対
し
そ
の
有
す
る
優
先
出
資
の
数
に
応
じ
て
発
行
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
優
先
出
資
者
の
有
す
る
優
先
出
資
一
口
に
対
し
発
行
す
る
優
先
出
資
の
数
の
割
合
が
〇
・
一
未

満
で
あ
る
こ
と
。

二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

株
式
無
償
割
当
て
に
よ
り
一
株
に
対
し
割
り
当
て
る
株
式
の
数

の
割
合
が
〇
・
一
未
満
で
あ
る
こ
と
。

三

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

株
式
（
優
先
出
資
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
分
割
に
よ
り
一
株
（
優
先
出
資
に
あ
っ
て
は
、
一
口
）
に
対
し
増
加
す
る
株
式
の
数
の
割
合
が
〇
・
一
未
満
で
あ
る
こ

と
。

四

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ト
に
掲
げ
る
事
項

一
株
又
は
一
口
当
た
り
の
剰
余
金
の
配
当
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
前

事
業
年
度
の
対
応
す
る
期
間
に
係
る
一
株
又
は
一
口
当
た
り
の
剰
余
金
の
配
当
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
が
〇
・
八
を
超
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え
、
か
つ
、
一
・
二
未
満
で
あ
る
こ
と
。

五

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
事
項

株
式
交
換
完
全
親
会
社
（
会
社
法
第
七
百
六
十
七
条
に
規
定
す

る
株
式
交
換
完
全
親
会
社
を
い
う
。
）
と
な
る
会
社
に
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

株
式
交
換
完
全
子
会
社
（
会
社
法
第
七
百
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
株
式
交
換
完
全
子
会
社
を
い
う
。

）
と
な
る
会
社
（
子
会
社
（
法
第
百
六
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
五
十
二
条
及

び
第
五
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る

総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
株
式
交
換
完
全
子
会
社
と
な
る
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
が
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上

高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
交
換
完
全
子
会
社
と
な
る
会
社
と
の
間
で
行

う
株
式
交
換

ロ

子
会
社
と
の
間
で
行
う
株
式
交
換

六

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ヌ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

合
併
に
よ
る
資
産
の
増
加
額
が
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
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あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
合
併
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い

ず
れ
も
当
該
合
併
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と

見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

発
行
済
株
式
又
は
持
分
の
全
部
を
所
有
す
る
子
会
社
と
の
合
併
（
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
場
合
を
除
く
。
）

七

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ル
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

会
社
の
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当

該
分
割
に
係
る
資
産
の
帳
簿
価
額
が
同
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
分
割
の
予

定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
分
割
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額

が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

会
社
の
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
分
割
に
よ
る
資
産
の
増
加
額
が
最

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
分

割
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
分
割
に
よ
る
売
上
高
の

増
加
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
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八

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ヲ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
事
業
の
譲
渡
に
係
る

資
産
の
帳
簿
価
額
が
同
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
事
業
の
譲
渡
の
予
定
日
の

属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
事
業
の
譲
渡
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額

が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
る
資
産
の
増
加
額
が
最
近
事
業

年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
事
業
の
譲

受
け
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ

る
売
上
高
の
増
加
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ハ

発
行
済
株
式
又
は
持
分
の
全
部
を
所
有
す
る
子
会
社
か
ら
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
受
け

九

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
事
項

新
製
品
の
販
売
又
は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
予
定
日

の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
製
品
又
は
新
技
術

の
企
業
化
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
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、
か
つ
、
当
該
新
製
品
の
販
売
又
は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
の
た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計
額
が
最
近

事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

十

令
第
二
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

業
務
上
の
提
携
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
上
の
提
携
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三

年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
業
務
上
の
提
携
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が
最
近
事
業
年

度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に

(1)

(3)

お
い
て
は
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
。

(1)

(3)

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
株
式

(1)

(1)

(2)

（
優
先
出
資
を
含
む
。

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
持
分
を
新
た
に
取
得
す
る
場
合

新
た
に
取
得
す
る
当

(1)

(2)

該
相
手
方
の
会
社
の
株
式
又
は
持
分
の
取
得
価
額
が
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
と
資
本
金

の
額
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
に
株
式
を
新
た
に
取
得
さ
れ
る
場
合

新
た
に
当
該
相
手
方
に
取
得
さ
れ
る
株
式

(2)
の
数
が
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
発
行
済
株
式
（
発
行
済
優
先
出
資
を
含
む
。
）
の
総
数
の
百
分
の
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五
以
下
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
他
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
新
会
社

(3)

(3)

を
設
立
す
る
場
合
（
当
該
新
会
社
の
設
立
が
子
会
社
の
設
立
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

新
会
社
の
設
立
の
予

定
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
当
該
新
会
社
の
各
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
に
新
会
社
設

立
時
の
出
資
比
率
（
所
有
す
る
株
式
の
数
又
は
持
分
の
価
額
を
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
で
除
し
て
得

た
数
値
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
も
の
が
い
ず
れ
も
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末

日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
新
会
社
の
当
該
各

事
業
年
度
に
お
け
る
売
上
高
に
出
資
比
率
を
乗
じ
て
得
た
も
の
が
い
ず
れ
も
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百

分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

業
務
上
の
提
携
の
解
消
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
上
の
提
携
の
解
消
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開

始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
業
務
上
の
提
携
の
解
消
に
よ
る
売
上
高
の

減
少
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
次
の

か
ら

(1)

(3)

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
。

(1)

(3)
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業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
株
式

(1)

(1)

(2)

（
優
先
出
資
を
含
む
。

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
持
分
を
取
得
し
て
い
る
場
合

取
得
し
て
い
る
当
該
相

(1)

(2)

手
方
の
会
社
の
株
式
又
は
持
分
の
帳
簿
価
額
が
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
と
資
本
金
の
額

と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
に
株
式
を
取
得
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
相
手
方
に
取
得
さ
れ
て
い
る
株
式
の
数

(2)
が
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
発
行
済
株
式
（
発
行
済
優
先
出
資
を
含
む
。
）
の
総
数
の
百
分
の
五
以

下
で
あ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
他
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
新
会
社

(3)

(3)

を
設
立
し
て
い
る
場
合

新
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
新
会
社
の
総
資
産
の
帳
簿
価
額
に
出
資

比
率
を
乗
じ
て
得
た
も
の
が
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未

満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
新
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
に
出
資
比
率
を
乗
じ
て
得
た
も
の
が
会
社
の
最
近
事

業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十
一

令
第
二
十
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
子
会
社
（
令
第
二
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定
の
子
会
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社
（
以
下
「
連
動
子
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
異
動
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

子
会
社
又
は
新
た
に
子
会
社
と
な
る
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
会
社
（
協
同

組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
子
会
社
又
は
新
た
に
子
会
社
と
な
る
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
が
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機

関
を
含
む
。
）
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
子
会
社

ロ

新
た
に
設
立
す
る
子
会
社
の
設
立
の
予
定
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
当
該
子
会
社
の
各
事
業
年
度
の
末
日
に
お

け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
い
ず
れ
も
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
最
近
事
業
年

度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
各
事
業
年
度

に
お
け
る
売
上
高
が
い
ず
れ
も
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま

れ
る
子
会
社

十
二

令
第
二
十
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

固
定
資
産
を
譲
渡
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
最
近

事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
が
同
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
未
満
で
あ
る
こ
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と
。

ロ

固
定
資
産
を
取
得
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
固
定
資
産
の
取
得
価
額
が
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け

る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

十
三

令
第
二
十
八
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度

開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
休
止
又
は
廃
止
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額

が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

十
四

令
第
二
十
八
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

新
た
な
事
業
の
開
始
（
新
商
品
の
販
売
又
は
新
た
な
役
務
の
提
供
の
企
業

化
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
二
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
予
定
日

の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
た
な
事
業
の
開
始

に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、

当
該
新
た
な
事
業
の
開
始
の
た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計
額
が
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳

簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

（
上
場
会
社
等
に
発
生
し
た
事
実
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）
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第
五
十
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
実
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
実

災
害
若
し
く
は
業
務
に
起
因
す
る
損
害
又
は
業
務
遂
行
の
過
程

で
生
じ
た
損
害
の
額
が
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま

れ
る
こ
と
。

二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
実

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
優
先
株
（

剰
余
金
の
配
当
に
関
し
優
先
的
内
容
を
有
す
る
種
類
の
株
式
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
上
場
の
廃
止
又
は
登
録
の
取
消
し
の
原
因
と
な
る
事
実
（
優
先
株
以
外
の
株
券
及
び
優
先
出
資
証
券
の
上
場
廃
止
の

原
因
と
な
る
事
実
を
除
く
。
）
が
生
じ
た
こ
と
。

三

令
第
二
十
八
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

訴
え
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
て
は
、
訴
訟
の
目
的
の
価
額
が
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百

分
の
十
五
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
請
求
が
当
該
訴
え
の
提
起
後
直
ち
に
訴
え
の
と
お
り
認
め
ら
れ

［別紙７－２］(117/193)



て
敗
訴
し
た
と
し
た
場
合
、
当
該
訴
え
の
提
起
さ
れ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る

各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
敗
訴
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相

当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

訴
え
に
つ
い
て
判
決
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
訴
え
に
係
る
訴
訟
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
裁
判
に
よ
ら
ず
に
完
結
し
た

こ
と
（
ロ
に
お
い
て
「
判
決
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
訴
え
の
提
起
に
係
る
判

決
等
の
場
合
又
は
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
訴
え
の
提
起
に
係
る
訴
訟
の
一
部
が
裁
判
に
よ
ら
ず
に
完
結
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
判
決
等
に
よ
り
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
の
給
付
す
る
財
産
の
額
が
最
近
事
業

年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
判
決
等
の
日

の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
判
決
等
に
よ
る
売

上
高
の
減
少
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

四

令
第
二
十
八
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
実

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

仮
処
分
命
令
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
て
は
、
当
該
仮
処
分
命
令
が
当
該
申
立
て
後
直
ち
に
申
立
て
の
と

お
り
発
せ
ら
れ
た
と
し
た
場
合
、
当
該
申
立
て
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
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業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
仮
処
分
命
令
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に

相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
当
該
申
立
て
に
係
る
手
続
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が

裁
判
に
よ
ら
ず
に
完
結
し
た
こ
と
（
ロ
に
お
い
て
「
裁
判
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
裁
判
等
の
日
の
属
す

る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
裁
判
等
に
よ
る
売
上
高
の

減
少
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五

令
第
二
十
八
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
事
実

法
令
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら

三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
処
分
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上

高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

六

令
第
二
十
八
条
の
二
第
八
号
に
掲
げ
る
事
実

売
掛
金
、
貸
付
金
そ
の
他
の
債
権
又
は
求
償
権
に
つ
い
て
債
務
の
不
履

行
の
お
そ
れ
の
あ
る
額
が
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込

ま
れ
る
こ
と
。

七

令
第
二
十
八
条
の
二
第
九
号
に
掲
げ
る
事
実

主
要
取
引
先
（
同
号
に
規
定
す
る
主
要
取
引
先
を
い
う
。
）
と
の
取
引
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の
停
止
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
取
引
の

停
止
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ

と
。

八

令
第
二
十
八
条
の
二
第
十
号
に
掲
げ
る
事
実

債
務
の
免
除
の
額
又
は
債
務
の
引
受
け
若
し
く
は
弁
済
の
額
が
最
近
事

業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
債
務
の
総
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。

九

令
第
二
十
八
条
の
二
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
実

発
見
さ
れ
た
資
源
の
採
掘
又
は
採
取
を
開
始
す
る
事
業
年
度
開
始
の

日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
資
源
を
利
用
す
る
事
業
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額

が
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

十

令
第
二
十
八
条
の
二
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
実

優
先
株
に
係
る
取
扱
有
価
証
券
（
法
第
六
十
七
条
の
十
八
第
四
号
に

規
定
す
る
取
扱
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
の
指
定
（
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が

そ
の
規
則
に
よ
り
有
価
証
券
を
取
扱
有
価
証
券
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
消
し
の
原

因
と
な
る
事
実
（
優
先
株
以
外
の
株
券
の
取
扱
有
価
証
券
と
し
て
の
指
定
の
取
消
し
の
原
因
と
な
る
事
実
を
除
く
。
）
が

生
じ
た
こ
と
。
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（
重
要
事
実
と
な
る
当
該
上
場
会
社
等
の
売
上
高
等
の
予
想
値
等
）

第
五
十
一
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
重
要
な
も
の
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
当
該
上
場
会
社
等
の
売
上
高
等
（
同
号
に
規
定
す
る
売
上
高
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
配
当
又
は
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
売
上
高
等
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の

各
号
（
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
売
上
高
等
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

一

売
上
高

新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
を
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当

該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績
値
）
で
除
し
て
得
た
数
値
が
一
・
一
以
上
又
は
〇
・
九

以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

経
常
利
益

新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
を
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（

当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績
値
）
で
除
し
て
得
た
数
値
が
一
・
三
以
上
又
は
〇
・

七
以
下
（
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
又
は
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
に
お
け
る
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績

値
が
零
の
場
合
は
す
べ
て
こ
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
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事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
と
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前

事
業
年
度
の
実
績
値
）
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
数
値
か
ら
他
方
を
減
じ
て
得
た
も
の
を
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け

る
純
資
産
額
と
資
本
金
の
額
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
金
額
で
除
し
て
得
た
数
値
が
百
分
の
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

純
利
益

新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
を
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当

該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績
値
）
で
除
し
て
得
た
数
値
が
一
・
三
以
上
又
は
〇
・
七

以
下
（
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
又
は
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
に
お
け
る
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績
値

が
零
の
場
合
は
す
べ
て
こ
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
事

業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
と
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前
事

業
年
度
の
実
績
値
）
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
数
値
か
ら
他
方
を
減
じ
て
得
た
も
の
を
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る

純
資
産
額
と
資
本
金
の
額
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
金
額
で
除
し
て
得
た
数
値
が
百
分
の
二
・
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

剰
余
金
の
配
当

新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
（
決
算
に
よ
ら
な
い
で
確
定
し

た
数
値
を
含
む
。
）
を
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の

対
応
す
る
期
間
に
係
る
剰
余
金
の
配
当
の
実
績
値
）
で
除
し
て
得
た
数
値
が
一
・
二
以
上
又
は
〇
・
八
以
下
（
公
表
が
さ
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れ
た
直
近
の
予
想
値
又
は
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
に
お
け
る
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績
値
が
零
の
場
合
は
す

べ
て
こ
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

（
子
会
社
の
機
関
決
定
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）

第
五
十
二
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

株
式
交
換
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の

末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
企
業
集
団
の
売
上

高
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

ロ

株
式
交
換
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の

末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
企
業
集
団
の
売
上
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高
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

株
式
移
転
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の

末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
企
業
集
団
の
売
上

高
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

ロ

株
式
移
転
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の

末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
企
業
集
団
の
売
上

高
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

三

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

合
併
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
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に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
合
併
の
予
定
日
の
属
す

る
当
該
企
業
集
団
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
合
併
に
よ
る
当
該
企
業
集

団
の
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見

込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

合
併
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日

に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
合
併
の
予
定
日
の
属
す

る
当
該
企
業
集
団
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
合
併
に
よ
る
当
該
企
業
集

団
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見

込
ま
れ
る
こ
と
。

四

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

会
社
の
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
分
割
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の

属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十

に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
分
割
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
企
業
集
団
の
事
業
年
度
及
び
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翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
分
割
に
よ
る
当
該
企
業
集
団
の
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
企
業

集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

会
社
の
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
分
割
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等

の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三

十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
分
割
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
企
業
集
団
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
分
割
に
よ
る
当
該
企
業
集
団
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
企

業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
受
け
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集

団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、

当
該
譲
受
け
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
企
業
集
団
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も

当
該
譲
受
け
に
よ
る
当
該
企
業
集
団
の
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十

に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
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ロ

事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団

の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当

該
譲
渡
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
企
業
集
団
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該

譲
渡
に
よ
る
当
該
企
業
集
団
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

六

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
事
項

新
製
品
の
販
売
又
は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
予
定
日

の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
製
品
又
は
新
技
術

の
企
業
化
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十

に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
新
製
品
の
販
売
又
は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
の
た
め

に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分

の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

七

令
第
二
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

業
務
上
の
提
携
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
上
の
提
携
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
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企
業
集
団
の
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
業
務
上
の
提
携

に
よ
る
当
該
企
業
集
団
の
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定

(1)

(3)

(1)

(3)

め
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
の
株
式
（
優
先
出
資
を
含
む
。

及

(1)

(1)

び

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
持
分
を
新
た
に
取
得
す
る
場
合

新
た
に
取
得
す
る
当
該
相
手
方
の
会
社
の
株
式
又

(2)
は
持
分
の
取
得
価
額
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
と
資

本
金
の
額
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
に
株
式
を
新
た
に
取
得
さ
れ
る
場
合

新
た
に
当
該
相
手
方
に
取
得
さ
れ
る
株
式

(2)
の
数
が
当
該
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
発
行
済
株
式
（
発
行
済
優
先
出
資
を
含
む
。
）
の
総
数
の

百
分
の
五
以
下
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
他
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
と
共
同
し
て
新
会
社
を
設
立
す
る
場
合
（

(3)
当
該
新
会
社
の
設
立
が
孫
会
社
（
令
第
二
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
孫
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
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じ
。
）
の
設
立
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

新
会
社
の
設
立
の
予
定
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
当
該
新
会

社
の
各
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
に
新
会
社
設
立
時
の
出
資
比
率
（
所
有
す
る
株
式
の
数
又

は
持
分
の
価
額
（
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
に
属
す
る
他
の
会
社
が
当
該
業
務
上
の
提
携
に
よ
り
所
有

す
る
株
式
の
数
又
は
持
分
の
価
額
を
含
む
。
）
を
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
も
の
が
い
ず
れ
も
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日

に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
新
会
社
の
当
該
各
事

業
年
度
に
お
け
る
売
上
高
に
出
資
比
率
を
乗
じ
て
得
た
も
の
が
い
ず
れ
も
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上

高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

業
務
上
の
提
携
の
解
消
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
上
の
提
携
の
解
消
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
上
場
会

社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該

業
務
上
の
提
携
の
解
消
に
よ
る
当
該
企
業
集
団
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の

百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

(1)

(3)

該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
。

(1)

(3)
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業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
の
株
式
（
優
先
出
資
を
含
む
。

及

(1)

(1)

び

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
持
分
を
取
得
し
て
い
る
場
合

取
得
し
て
い
る
当
該
相
手
方
の
会
社
の
株
式
又
は
持

(2)
分
の
帳
簿
価
額
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
と
資
本
金

の
額
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
に
株
式
を
取
得
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
相
手
方
に
取
得
さ
れ
て
い
る
株
式
の
数

(2)
が
当
該
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
発
行
済
株
式
（
発
行
済
優
先
出
資
を
含
む
。
）
の
総
数
の
百
分

の
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
他
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
と
共
同
し
て
新
会
社
を
設
立
し
て
い
る
場

(3)
合

新
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
新
会
社
の
総
資
産
の
帳
簿
価
額
に
出
資
比
率
を
乗
じ
て
得
た

も
の
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相

当
す
る
額
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
新
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
に
出
資
比
率
を
乗
じ
て
得
た
も
の
が
当

該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。

八

令
第
二
十
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
孫
会
社
の
異
動
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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イ

孫
会
社
又
は
新
た
に
孫
会
社
と
な
る
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
当
該
上
場
会

社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
り

、
か
つ
、
当
該
孫
会
社
又
は
新
た
に
孫
会
社
と
な
る
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業

年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
孫
会
社

ロ

新
た
に
設
立
す
る
孫
会
社
の
設
立
の
予
定
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
当
該
孫
会
社
の
各
事
業
年
度
の
末
日
に
お

け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
い
ず
れ
も
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純

資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
各
事
業
年
度
に
お
け
る
売
上
高
が
い

ず
れ
も
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
孫
会
社

九

令
第
二
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

固
定
資
産
の
譲
渡
又
は
取
得
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団

の
資
産
の
減
少
額
又
は
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当

す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

十

令
第
二
十
九
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開

始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
休
止
又
は
廃
止
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
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当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま

れ
る
こ
と
。

十
一

令
第
二
十
九
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

新
た
な
事
業
の
開
始
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年

以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
た
な
事
業
の
開
始
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
上
場
会

社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、

当
該
新
た
な
事
業
の
開
始
の
た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け

る
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

十
二

令
第
二
十
九
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

子
会
社
連
動
株
式
（
同
号
に
規
定
す
る
そ
の
剰
余
金
の
配
当
が
特
定
の
子

会
社
の
剰
余
金
の
配
当
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
旨
が
当
該
上
場
会
社
等
の
定
款
で
定
め
ら
れ
た
株
式
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
以
外
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
（
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
買
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
連
動
子
会
社
の
剰
余
金
の
配
当
に
つ
い
て
の
決
定
を
し
た
こ
と
。

２

子
会
社
連
動
株
式
に
係
る
売
買
等
を
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に

及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
連
動
子
会
社
の
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
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も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

株
式
交
換
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純

資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
増
加
額
が

当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

株
式
交
換
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純

資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
減
少
額
が

当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

株
式
移
転
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純

資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
増
加
額
が

当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

株
式
移
転
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
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資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
減
少
額
が

当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

合
併
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産

額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
合
併
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
連
動
子
会

社
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
合
併
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高

の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

ロ

合
併
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産

額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
合
併
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
連
動
子
会

社
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
合
併
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高

の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

［別紙７－２］(134/193)



四

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

会
社
の
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
分
割
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の

資
産
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未

満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
分
割
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
連
動
子
会
社
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の

各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
分
割
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

会
社
の
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
分
割
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社

の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額

未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
分
割
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
連
動
子
会
社
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度

の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
分
割
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の

最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
受
け
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
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度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
譲
受
け
の
予

定
日
の
属
す
る
当
該
連
動
子
会
社
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
譲
受
け
に

よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度

の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
譲
渡
の
予
定
日

の
属
す
る
当
該
連
動
子
会
社
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
譲
渡
に
よ
る
当

該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未

満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

六

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
事
項

新
製
品
の
販
売
又
は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
予
定
日

の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
製
品
又
は
新
技
術

の
企
業
化
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満

で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
新
製
品
の
販
売
又
は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
の
た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
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額
の
合
計
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

七

令
第
二
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

業
務
上
の
提
携
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
上
の
提
携
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
連
動
子
会
社
の
事
業
年

度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
業
務
上
の
提
携
に
よ
る
当
該
連
動
子

会
社
の
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る

と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
も
の
に
該

(1)

(3)

(1)

(3)

当
す
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
の
株
式
（
優
先
出
資
を
含
む
。

及

(1)

(1)

び

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
持
分
を
新
た
に
取
得
す
る
場
合

新
た
に
取
得
す
る
当
該
相
手
方
の
会
社
の
株
式
又

(2)
は
持
分
の
取
得
価
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
と
資
本
金
の
額
と
の
い
ず

れ
か
少
な
く
な
い
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
に
株
式
を
新
た
に
取
得
さ
れ
る
場
合

新
た
に
当
該
相
手
方
に
取
得
さ
れ
る
株
式

(2)
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の
数
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
発
行
済
株
式
（
発
行
済
優
先
出
資
を
含
む
。
）
の
総

数
の
百
分
の
五
以
下
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
他
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
と
共
同
し
て
新
会
社
を
設
立
す
る
場
合
（

(3)
当
該
新
会
社
の
設
立
が
孫
会
社
の
設
立
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

新
会
社
の
設
立
の
予
定
日
か
ら
三
年
以
内

に
開
始
す
る
当
該
新
会
社
の
各
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
に
新
会
社
設
立
時
の
出
資
比
率
を

乗
じ
て
得
た
も
の
が
い
ず
れ
も
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に

相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
新
会
社
の
当
該
各
事
業
年
度
に
お
け
る
売
上
高
に
出
資
比
率

を
乗
じ
て
得
た
も
の
が
い
ず
れ
も
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満

で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

業
務
上
の
提
携
の
解
消
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
上
の
提
携
の
解
消
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
連
動
子

会
社
の
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
業
務
上
の
提
携
の
解

消
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相

当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

か
ら

ま

(1)

(3)

(1)

(3)
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で
に
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
の
株
式
（
優
先
出
資
を
含
む
。

及

(1)

(1)

び

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
持
分
を
取
得
し
て
い
る
場
合

取
得
し
て
い
る
当
該
相
手
方
の
会
社
の
株
式
又
は
持

(2)
分
の
帳
簿
価
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
と
資
本
金
の
額
と
の
い
ず
れ
か

少
な
く
な
い
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
相
手
方
に
株
式
を
取
得
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
相
手
方
に
取
得
さ
れ
て
い
る
株
式
の
数

(2)
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
発
行
済
株
式
（
発
行
済
優
先
出
資
を
含
む
。
）
の
総
数
の

百
分
の
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。

業
務
上
の
提
携
に
よ
り
他
の
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
と
共
同
し
て
新
会
社
を
設
立
し
て
い
る
場

(3)
合

新
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
新
会
社
の
総
資
産
の
帳
簿
価
額
に
出
資
比
率
を
乗
じ
て
得
た

も
の
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
新
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
に
出
資
比
率
を
乗
じ
て
得
た
も
の
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。
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八

令
第
二
十
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
孫
会
社
の
異
動
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

孫
会
社
又
は
新
た
に
孫
会
社
と
な
る
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
当
該
連
動
子

会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
孫
会

社
又
は
新
た
に
孫
会
社
と
な
る
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の

百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
孫
会
社

ロ

新
た
に
設
立
す
る
孫
会
社
の
設
立
の
予
定
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
当
該
孫
会
社
の
各
事
業
年
度
の
末
日
に
お

け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
い
ず
れ
も
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三

十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
各
事
業
年
度
に
お
け
る
売
上
高
が
い
ず
れ
も
当
該
連
動
子

会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
孫
会
社

九

令
第
二
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

固
定
資
産
の
譲
渡
又
は
取
得
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
減
少
額
又

は
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ

る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

十

令
第
二
十
九
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
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始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
休
止
又
は
廃
止
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が

当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

十
一

令
第
二
十
九
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

新
た
な
事
業
の
開
始
の
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年

以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
た
な
事
業
の
開
始
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子

会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
新
た
な
事
業
の

開
始
の
た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳

簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

十
二

令
第
二
十
九
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

一
株
当
た
り
の
剰
余
金
の
配
当
の
額
を
前
事
業
年
度
の
対
応
す
る
期
間
に

係
る
一
株
当
た
り
の
剰
余
金
の
配
当
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
が
〇
・
八
を
超
え
、
か
つ
、
一
・
二
未
満
で
あ
る
こ
と
（

当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
一
株
当
た
り
の
剰
余
金
の
配
当
の
額
と
上
場
会
社
等
が
当
該
連
動
子
会
社
の
剰
余

金
の
配
当
に
基
づ
き
決
定
し
た
最
近
事
業
年
度
の
一
株
当
た
り
の
剰
余
金
の
配
当
の
額
が
同
額
の
場
合
に
限
る
。
）
。

（
子
会
社
に
発
生
し
た
事
実
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）

第
五
十
三
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
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で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
実
に
係
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
事
実

災
害
若
し
く
は
業
務
に
起
因
す
る
損
害
又
は
業
務
遂
行
の
過
程

で
生
じ
た
損
害
の
額
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の

三
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二

令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

訴
え
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
て
は
、
訴
訟
の
目
的
の
価
額
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事

業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
十
五
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
請
求
が
当
該
訴
え
の

提
起
後
直
ち
に
訴
え
の
と
お
り
認
め
ら
れ
て
敗
訴
し
た
と
し
た
場
合
、
当
該
訴
え
の
提
起
さ
れ
た
日
の
属
す
る
事
業
年

度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
敗
訴
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
当

該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

訴
え
に
つ
い
て
判
決
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
訴
え
に
係
る
訴
訟
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
裁
判
に
よ
ら
ず
に
完
結
し
た

こ
と
（
ロ
に
お
い
て
「
判
決
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
訴
え
の
提
起
に
係
る
判
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決
等
の
場
合
又
は
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
訴
え
の
提
起
に
係
る
訴
訟
の
一
部
が
裁
判
に
よ
ら
ず
に
完
結
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
判
決
等
に
よ
り
当
該
子
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
の
給
付
す
る
財
産
の
額
が
当

該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
未
満

で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
判
決
等
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業

年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
判
決
等
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百

分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三

令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
実

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

仮
処
分
命
令
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
て
は
、
当
該
仮
処
分
命
令
が
当
該
申
立
て
後
直
ち
に
申
立
て
の
と

お
り
発
せ
ら
れ
た
と
し
た
場
合
、
当
該
申
立
て
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事

業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
仮
処
分
命
令
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の

最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
当
該
申
立
て
に
係
る
手
続
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が

裁
判
に
よ
ら
ず
に
完
結
し
た
こ
と
（
ロ
に
お
い
て
「
裁
判
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
裁
判
等
の
日
の
属
す

［別紙７－２］(143/193)



る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
裁
判
等
に
よ
る
売
上
高
の

減
少
額
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ

る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

四

令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
事
実

法
令
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら

三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
処
分
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属

す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五

令
第
二
十
九
条
の
二
第
七
号
に
掲
げ
る
事
実

売
掛
金
、
貸
付
金
そ
の
他
の
債
権
又
は
求
償
権
に
つ
い
て
債
務
の
不
履

行
の
お
そ
れ
の
あ
る
額
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分

の
三
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

六

令
第
二
十
九
条
の
二
第
八
号
に
掲
げ
る
事
実

主
要
取
引
先
（
令
第
二
十
八
条
の
二
第
九
号
に
規
定
す
る
主
要
取
引
先

を
い
う
。
）
と
の
取
引
の
停
止
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て

い
ず
れ
も
当
該
取
引
の
停
止
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売

上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
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七

令
第
二
十
九
条
の
二
第
九
号
に
掲
げ
る
事
実

債
務
の
免
除
の
額
又
は
債
務
の
引
受
け
若
し
く
は
弁
済
の
額
が
当
該
上

場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
債
務
の
総
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ

る
こ
と
。

八

令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
号
に
掲
げ
る
事
実

発
見
さ
れ
た
資
源
の
採
掘
又
は
採
取
を
開
始
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日

か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
資
源
を
利
用
す
る
事
業
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が

当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま

れ
る
こ
と
。

２

子
会
社
連
動
株
式
に
係
る
売
買
等
を
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に

及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
連
動
子
会
社
の
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
実
に
係
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
事
実

災
害
若
し
く
は
業
務
に
起
因
す
る
損
害
又
は
業
務
遂
行
の
過
程

で
生
じ
た
損
害
の
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
未

満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
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二

令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

訴
え
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
て
は
、
訴
訟
の
目
的
の
価
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お

け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
十
五
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
請
求
が
当
該
訴
え
の
提
起
後
直
ち
に
訴
え

の
と
お
り
認
め
ら
れ
て
敗
訴
し
た
と
し
た
場
合
、
当
該
訴
え
の
提
起
さ
れ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三

年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
敗
訴
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

訴
え
に
つ
い
て
判
決
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
訴
え
に
係
る
訴
訟
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
裁
判
に
よ
ら
ず
に
完
結
し
た

こ
と
（
ロ
に
お
い
て
「
判
決
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
訴
え
の
提
起
に
係
る
判

決
等
の
場
合
又
は
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
訴
え
の
提
起
に
係
る
訴
訟
の
一
部
が
裁
判
に
よ
ら
ず
に
完
結
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
判
決
等
に
よ
り
当
該
子
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
む
。
）
の
給
付
す
る
財
産
の
額
が
当

該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ

、
か
つ
、
当
該
判
決
等
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず

れ
も
当
該
判
決
等
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
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る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三

令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
実

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

仮
処
分
命
令
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
て
は
、
当
該
仮
処
分
命
令
が
当
該
申
立
て
後
直
ち
に
申
立
て
の
と

お
り
発
せ
ら
れ
た
と
し
た
場
合
、
当
該
申
立
て
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事

業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
仮
処
分
命
令
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売

上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
当
該
申
立
て
に
係
る
手
続
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が

裁
判
に
よ
ら
ず
に
完
結
し
た
こ
と
（
ロ
に
お
い
て
「
裁
判
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
裁
判
等
の
日
の
属
す

る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
裁
判
等
に
よ
る
売
上
高
の

減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ

と
。

四

令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
事
実

法
令
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら

三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
処
分
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
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近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五

令
第
二
十
九
条
の
二
第
七
号
に
掲
げ
る
事
実

売
掛
金
、
貸
付
金
そ
の
他
の
債
権
又
は
求
償
権
に
つ
い
て
債
務
の
不
履

行
の
お
そ
れ
の
あ
る
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額

未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

六

令
第
二
十
九
条
の
二
第
八
号
に
掲
げ
る
事
実

主
要
取
引
先
（
令
第
二
十
八
条
の
二
第
九
号
に
規
定
す
る
主
要
取
引
先

を
い
う
。
）
と
の
取
引
の
停
止
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て

い
ず
れ
も
当
該
取
引
の
停
止
に
よ
る
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に

相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

七

令
第
二
十
九
条
の
二
第
九
号
に
掲
げ
る
事
実

債
務
の
免
除
の
額
又
は
債
務
の
引
受
け
若
し
く
は
弁
済
の
額
が
当
該
連

動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
債
務
の
総
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。

八

令
第
二
十
九
条
の
二
第
十
号
に
掲
げ
る
事
実

発
見
さ
れ
た
資
源
の
採
掘
又
は
採
取
を
開
始
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日

か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
資
源
を
利
用
す
る
事
業
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が

当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
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（
孫
会
社
）

第
五
十
四
条

令
第
二
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
が
支
配
す
る
会
社
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
財
務
諸

表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
上
場
会
社
等
の
子
会
社
と
し
て
み
な
さ
れ
る
会
社
の
う
ち
同
項
及
び
同
条
第
四

項
に
よ
り
当
該
子
会
社
が
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
会
社
と
す
る
。

（
重
要
事
実
と
な
る
子
会
社
の
売
上
高
等
の
予
想
値
等
）

第
五
十
五
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
で
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
の
発
行
者
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
第
二
十
七
条

の
二
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
及
び
連
動
子
会
社
（
子
会
社
連
動
株
式
に
係
る
売
買
等
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）

と
す
る
。

２

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
重
要
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

一

売
上
高

新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
を
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当

該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績
値
）
で
除
し
て
得
た
数
値
が
一
・
一
以
上
又
は
〇
・
九
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以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

経
常
利
益

新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
を
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（

当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績
値
）
で
除
し
て
得
た
数
値
が
一
・
三
以
上
又
は
〇
・

七
以
下
（
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
又
は
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
に
お
け
る
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績

値
が
零
の
場
合
は
す
べ
て
こ
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当

事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
と
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前

事
業
年
度
の
実
績
値
）
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
数
値
か
ら
他
方
を
減
じ
て
得
た
も
の
を
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け

る
純
資
産
額
と
資
本
金
の
額
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
金
額
で
除
し
て
得
た
数
値
が
百
分
の
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

純
利
益

新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
を
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当

該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績
値
）
で
除
し
て
得
た
数
値
が
一
・
三
以
上
又
は
〇
・
七

以
下
（
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
又
は
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
に
お
け
る
公
表
が
さ
れ
た
前
事
業
年
度
の
実
績
値

が
零
の
場
合
は
す
べ
て
こ
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
新
た
に
算
出
し
た
予
想
値
又
は
当
事

業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
数
値
と
公
表
が
さ
れ
た
直
近
の
予
想
値
（
当
該
予
想
値
が
な
い
場
合
は
、
公
表
が
さ
れ
た
前
事
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業
年
度
の
実
績
値
）
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
数
値
か
ら
他
方
を
減
じ
て
得
た
も
の
を
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る

純
資
産
額
と
資
本
金
の
額
と
の
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
金
額
で
除
し
て
得
た
数
値
が
百
分
の
二
・
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
の
公
衆
縦
覧
）

第
五
十
六
条

令
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
の
通
知
を
受
け
た
金
融
商
品

取
引
所
（
当
該
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
の
通
知
を
受
け
た
者
が
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
当
該
通
知
を
受

け
た
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
は
、
金
融
商
品
取
引
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
金
融
商
品
取
引
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提

供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
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ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号

の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
方
法
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
不
正
な
ア
ク
セ
ス
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
を
、
七
日
間
以

上
継
続
し
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
株
券
等
に
含
め
な
い
有
価
証
券
等
）

第
五
十
七
条

令
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に

係
る
株
券

二

新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
う
ち
前
号
に
掲
げ
る
株
式
の
み
を
取
得
す
る
権
利
を
付
与
さ
れ
て
い

る
も
の

三

外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
前
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
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２

令
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
二
条
の
三
第
四
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
で
、
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社

債
券
（
外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
、
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
前

項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
託
有
価
証
券
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
受
託
有
価
証

券
を
い
う
。
次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
も
の
（
次
項
第
四
号
に
お
い
て
「
株
券
等
信
託
受
益
証
券
」
と
い

う
。
）

二

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
、
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
係
る

権
利
を
表
示
す
る
も
の
（
次
項
第
五
号
に
お
い
て
「
株
券
等
預
託
証
券
」
と
い
う
。
）

３

令
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
た
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
り
換
算
し
た
数
と
す
る
。

一

新
株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
と
す
る
方
法

二

新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る

株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
と
す
る
方
法
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三

外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
と
し

、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
内
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又

は
証
書
に
準
じ
て
換
算
し
た
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
と
す
る
方
法

四

株
券
等
信
託
受
益
証
券
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
受
託
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る

方
法

イ

株
券

当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
の
受
益
債
権
そ
の
他
の
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ロ

新
株
予
約
権
証
券

当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
の
受
益
債
権
そ
の
他
の
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
新
株
予
約
権
証
券

の
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ハ

新
株
予
約
権
付
社
債
券

当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
の
受
益
債
権
そ
の
他
の
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
新
株
予
約
権

付
社
債
券
に
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ニ

外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

当
該
株
券
等
信
託
受
益
証
券
の
受
益
債
権

そ
の
他
の
受
益
権
の
内
容
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ホ

外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

［別紙７－２］(154/193)



内
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
換
算
し
た
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

五

株
券
等
預
託
証
券
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
有
価
証
券

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
方
法

イ

株
券

当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ロ

新
株
予
約
権
証
券

当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
新
株
予
約
権
証
券
の
新
株

予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ハ

新
株
予
約
権
付
社
債
券

当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債

券
に
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ニ

外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

当
該
株
券
等
預
託
証
券
に
お
い
て
表
示
さ

れ
る
権
利
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

ホ

外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

内
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
に
準
じ
て
換
算
し
た
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数

（
規
制
対
象
と
な
る
社
債
券
に
係
る
売
買
等
）
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第
五
十
八
条

法
第
百
六
十
六
条
第
六
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
要

事
実
の
う
ち
同
項
第
一
号
ワ
若
し
く
は
令
第
二
十
八
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
又
は
令
第
二
十
八
条
の
二
第
五

号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
実
に
係
る
も
の
を
知
っ
て
売
買
等
を
す
る
場
合
と
す
る
。

（
重
要
事
実
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

第
五
十
九
条

法
第
百
六
十
六
条
第
六
項
第
八
号
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す

る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
締
結
さ
れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
に
関
す
る
契
約
の
履
行
又
は

上
場
会
社
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有

価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
の
計
画
の
実
行
と
し
て
売
買
等
を
す
る
場
合
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

場
合
と
す
る
。

一

業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
（
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
知
る
前
に
上
場
会
社
等
と
の
間
で
当
該
上
場
会
社
等
の
発
行
す
る
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る

売
買
等
に
関
し
書
面
に
よ
る
契
約
を
し
た
者
が
、
当
該
契
約
の
履
行
と
し
て
当
該
書
面
に
定
め
ら
れ
た
当
該
売
買
等
を
行

う
べ
き
期
日
又
は
当
該
書
面
に
定
め
ら
れ
た
当
該
売
買
等
を
行
う
べ
き
期
限
の
十
日
前
か
ら
当
該
期
限
ま
で
の
間
に
お
い
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て
当
該
売
買
等
を
行
う
場
合

二

業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
金
融
商
品
取
引
業
者
と
の
間
で
信
用
取
引
の
契
約
を
締
結
し
た
者
が
、
当
該

契
約
の
履
行
と
し
て
金
融
商
品
取
引
所
又
は
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
売
付
け
有
価
証
券
又
は
買
付
け
代
金

の
貸
付
け
に
係
る
弁
済
の
繰
延
期
限
の
十
日
前
か
ら
当
該
期
限
ま
で
の
間
に
お
い
て
反
対
売
買
を
行
う
場
合

三

業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
又
は
第
二
十
二
項

第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
関
し
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
た
者
が
、
同
条
第
二
十
一
項
第
五
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第

二
十
二
項
第
六
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
契
約
の
履
行
と
し
て
当
事
者
の
間
に
お
い
て

金
銭
を
授
受
す
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
有
価
証
券
等
を
移
転
す
る
場
合

四

上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
従
業
員
（
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
上
場
会
社
等
の
他

の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
を
行
う
場
合
（
当
該
上
場
会
社
等
が
会
社
法
第
百

五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
買
付
け
た
株
券
以
外
の
も
の
を
買
付
け
る
と
き
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
等
を
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
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で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
各
役

員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

上
場
会
社
等
の
役
員
又
は
従
業
員
が
信
託
業
を
営
む
者
と
信
託
財
産
を
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し

て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結
し
た
信
託
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
信
託
業
を
営
む
者
に

当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
の
指
図
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
の
指
図
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個

別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
当
該
役
員
又
は
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
当
該

上
場
会
社
等
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
が
合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

六

上
場
会
社
等
の
関
係
会
社
の
従
業
員
が
当
該
関
係
会
社
の
他
の
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
の
買
付

け
を
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
等
を
し
て
行
う
場
合
（
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け

が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
各
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠

出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

七

上
場
会
社
等
の
関
係
会
社
の
従
業
員
が
信
託
業
を
営
む
者
と
信
託
財
産
を
当
該
上
場
会
社
等
の
株
券
に
対
す
る
投
資
と

し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結
し
た
信
託
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
従
業
員
が
当
該
信
託
業
を
営
む
者
に
当
該
上
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場
会
社
等
の
株
券
の
買
付
け
の
指
図
を
行
う
場
合
（
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
の
指

図
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
当
該
従
業
員
を
委
託
者
と
す

る
信
託
財
産
と
当
該
関
係
会
社
の
他
の
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
が
合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。

）
八

累
積
投
資
契
約
に
よ
り
上
場
会
社
等
の
株
券
（
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
）
の
買
付
け
が
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託

等
を
し
て
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的

に
行
わ
れ
る
場
合
（
各
顧
客
の
一
銘
柄
に
対
す
る
払
込
金
額
が
一
月
当
た
り
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限
る
。
）

九

業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
開
買
付
開
始
公
告
を
行
っ

た
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
の
計
画
に
基
づ
き
買
付
け
等
（
同
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等
を

い
う
。
）
を
行
う
場
合

十

業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
関
東
財
務
局
長
へ
の
届
出
を
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公

開
買
付
け
の
計
画
に
基
づ
き
買
付
け
等
（
同
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
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十
一

業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
、
発
行
者
の
同
意
を
得
た
特
定
有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
計
画
又
は
令

第
三
十
条
に
定
め
る
公
表
の
措
置
に
準
じ
公
開
さ
れ
た
特
定
有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
計
画
に
基
づ
き
当
該
特
定
有
価

証
券
の
売
出
し
（
金
融
商
品
取
引
業
者
が
売
出
し
の
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の

会
社
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
を
い
う
。

一

上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

他
の
会
社

二

前
号
の
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

他
の
会
社

３

第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
関
係
会
社
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
（
上
場
会
社
等
を

除
く
。
）
を
い
う
。

一

上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
五
以
上
の
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

他
の
会
社
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二

上
場
会
社
等
に
対
す
る
前
事
業
年
度
に
お
け
る
他
の
会
社
の
売
上
高
が
当
該
他
の
会
社
の
売
上
高
の
総
額
の
百
分
の
五

十
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

三

上
場
会
社
等
か
ら
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
他
の
会
社
の
仕
入
高
が
当
該
他
の
会
社
の
仕
入
高
の
総
額
の
百
分
の
五
十

以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

（
株
券
等
に
係
る
買
付
け
等
に
準
ず
る
も
の
）

第
六
十
条

令
第
三
十
三
条
の
三
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、

当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

株
券
等
（
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
第
六
十
二
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
法

第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当

事
者
（
売
方
関
連
株
券
等
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
払
う
立
場
の
当
事
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
な
る
も
の

二

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る

も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
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ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
実
数
値
が

約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
金
融
商
品
取

引
所
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支

払
う
立
場
の
当
事
者
（
売
方
関
連
株
券
等
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

三

株
券
等
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に

よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
株
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
（
売
方
関
連
株
券

等
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
売
主
と
し
て
の
地
位
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る

。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
株

券
等
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
（
売
方
関
連
株
券
等
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
買
主
と
し
て
の
地
位
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

四

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
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た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場

合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

五

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い

て
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
株

券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の

取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
四

号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事

者
と
な
る
も
の
又
は
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と

な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

六

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

七

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
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当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い

て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と

な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ

シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が

発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

八

株
券
等
に
係
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

前
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

と
類
似
す
る
も
の

九

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を

受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の

十

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い

て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
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に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事

者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
一

株
券
等
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
株
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も

の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を

し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
株
券
等
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
二

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り

当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
株

券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
株
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭

を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ

プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期

に
お
け
る
現
実
の
当
該
株
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
株
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
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を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
三

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇

し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
若
し
く
は
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落

し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の

十
四

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン

（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お

い
て
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
若
し

く
は
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ

れ
ら
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者

が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し

た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
若
し
く
は
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た

場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
五

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
若
し
く
は
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ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の

十
六

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン

（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お

い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当

事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ

り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め

た
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に

類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

（
株
券
等
に
係
る
売
付
け
等
に
準
ず
る
も
の
）

第
六
十
一
条

令
第
三
十
三
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て

、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を

支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
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二

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る

も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ

ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
実
数
値
が

約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
金
融
商
品
取
引

所
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当

該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領

す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

三

株
券
等
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に

よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
株
券
等
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に

係
る
株
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

四

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し

た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
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に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

五

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い

て
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
株
券

等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の

取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
四

号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当

事
者
と
な
る
も
の
又
は
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と

な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

六

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

七

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
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て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者

と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ

プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由

が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

八

株
券
等
に
係
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

前
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

と
類
似
す
る
も
の

九

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を

支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の

十

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い

て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に

係
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
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者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
一

株
券
等
の
売
買
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
株
券
等
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も

の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を

し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
株
券
等
の
売
買
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
二

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り

当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
株

券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
株
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭

を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ

シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に

お
け
る
現
実
の
当
該
株
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
株
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を

上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与
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十
三

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇

し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
若
し
く
は
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し

た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の

十
四

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン

（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お

い
て
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
若
し
く

は
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ

れ
ら
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者

が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
上
昇
し

た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
若
し
く
は
株
券
等
の
価
格
が
取
引
の
約
定
時
点
よ
り
も
下
落
し

た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

十
五

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
若
し
く
は

ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の

［別紙７－２］(172/193)



十
六

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン

（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お

い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の

当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に

よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
お
い
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定

め
た
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に

類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

（
公
開
買
付
け
等
事
実
に
係
る
軽
微
基
準
）

第
六
十
二
条

法
第
百
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
基
準
は
、
公
開
買
付
け
等
事
実
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
等
事
実
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
う
ち
令
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
買
集
め
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
買
集
め
行
為
に
よ
り
各
年
に

お
い
て
買
い
集
め
る
株
券
等
（
同
条
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
）
の
数
が
当
該
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
総
株

主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
・
五
未
満
で
あ
る
も
の
に
係
る
こ
と
と
す
る
。
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（
公
開
買
付
け
等
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

第
六
十
三
条

法
第
百
六
十
七
条
第
五
項
第
八
号
に
規
定
す
る
公
開
買
付
者
等
の
公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
締
結
さ
れ

た
当
該
公
開
買
付
け
等
に
係
る
株
券
等
に
係
る
買
付
け
等
若
し
く
は
売
付
け
等
に
関
す
る
契
約
の
履
行
又
は
公
開
買
付
者
等

の
公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
当
該
公
開
買
付
け
等
に
係
る
株
券
等
に
係
る
買
付
け
等
若
し
く
は
売
付
け

等
の
計
画
の
実
行
と
し
て
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
を
す
る
場
合
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

と
す
る
。

一

公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
当
該
公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
又
は
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会

社
と
の
間
で
当
該
会
社
の
発
行
す
る
株
券
等
に
係
る
買
付
け
等
（
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等
を
い

う
。
第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
売
付
け
等
（
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
売
付
け
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
書
面
に
よ
る
契
約
を
し
た
者
が
、
当
該
契
約
の
履

行
と
し
て
当
該
書
面
に
定
め
ら
れ
た
当
該
買
付
け
等
若
し
く
は
売
付
け
等
を
行
う
べ
き
期
日
又
は
当
該
書
面
に
定
め
ら
れ

た
当
該
買
付
け
等
若
し
く
は
売
付
け
等
を
行
う
べ
き
期
限
の
十
日
前
か
ら
当
該
期
限
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
買
付
け
等

又
は
売
付
け
等
を
行
う
場
合
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二

公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
金
融
商
品
取
引
業
者
と
の
間
で
信
用
取
引
の
契
約
を
締
結
し
た
者
が
、
当
該
契
約
の

履
行
と
し
て
金
融
商
品
取
引
所
又
は
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
売
付
け
有
価
証
券
又
は
買
付
け
代
金
の
貸
付

け
に
係
る
弁
済
の
繰
延
期
限
の
十
日
前
か
ら
当
該
期
限
ま
で
の
間
に
お
い
て
反
対
売
買
を
行
う
場
合

三

公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
当
該
公
開
買
付
け
等
に
係
る
株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
又
は
第

二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
関
し
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
た
者
が
、
同
条
第
二
十
一
項
第
五
号
イ
若
し
く
は

ロ
又
は
第
二
十
二
項
第
六
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
契
約
の
履
行
と
し
て
当
事
者
の
間

に
お
い
て
金
銭
を
授
受
す
る
と
と
も
に
、
当
該
株
券
等
を
移
転
す
る
場
合

四

公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
又
は
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
（
当
該
会
社
が

他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
を
含
む
。
以
下
こ
の

号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
会
社
の
株
券
の
買
付
け
を
行

う
場
合
（
当
該
会
社
が
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
買
付
け
た
株
券
以
外
の
も
の
を
買
付
け
る
と
き
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委

託
等
を
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
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、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限
る
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
又
は
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
信
託
業
を
営

む
者
と
信
託
財
産
を
当
該
会
社
の
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結
し
た
信
託
契
約
に
基

づ
き
、
当
該
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
信
託
業
を
営
む
者
に
当
該
会
社
の
株
券
の
買
付
け
の
指
図
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て

、
当
該
買
付
け
の
指
図
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
当
該
役

員
又
は
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
が
合

同
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

六

公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
又
は
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
関
係
会
社
の
従
業
員
が
当
該
関
係

会
社
の
他
の
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
会
社
の
株
券
の
買
付
け
を
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
等
を
し
て
行
う
場
合
（
第

四
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、

継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
各
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
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七

公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
又
は
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
関
係
会
社
の
従
業
員
が
信
託
業
を

営
む
者
と
信
託
財
産
を
当
該
会
社
の
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結
し
た
信
託
契
約
に

基
づ
き
、
当
該
従
業
員
が
当
該
信
託
業
を
営
む
者
に
当
該
会
社
の
株
券
の
買
付
け
の
指
図
を
行
う
場
合
（
第
五
号
に
掲
げ

る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
の
指
図
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続

的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
当
該
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信
託
財
産
と
当
該
関
係
会
社
の
他
の
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信

託
財
産
と
が
合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

八

累
積
投
資
契
約
に
よ
り
公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
又
は
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
発
行
す
る

株
券
の
買
付
け
が
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
等
を
し
て
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
が
一
定
の
計
画
に
従

い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
各
顧
客
の
一
銘
柄
に
対
す
る
払
込
金
額
が
一
月
当
た

り
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限
る
。
）

九

公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
開
買
付
開
始
公
告
を
行
っ
た
法
第

二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
の
計
画
に
基
づ
き
買
付
け
等
（
同
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等
を
い
う
。

）
を
行
う
場
合
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十

公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
く
関
東
財
務
局
長
へ
の
届
出
を
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付

け
の
計
画
に
基
づ
き
買
付
け
等
（
同
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合

十
一

公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
同
意
を
得
た
上
場
等
株
券
等
の
売
出
し
に
係
る
計
画
又
は

令
第
三
十
条
に
定
め
る
公
表
の
措
置
に
準
じ
公
開
さ
れ
た
上
場
等
株
券
等
の
売
出
し
に
係
る
計
画
に
基
づ
き
上
場
等
株
券

等
の
売
出
し
（
金
融
商
品
取
引
業
者
が
売
出
し
の
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
当
該
会
社
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
（
上
場
会
社
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

公
開
買
付
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
又
は
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の

百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

二

前
号
の
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

他
の
会
社

３

第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
関
係
会
社
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
（
上
場
会
社
等
を
除
く
。
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）
を
い
う
。

一

公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
又
は
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権

の
百
分
の
二
十
五
以
上
の
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

二

公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
又
は
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
に
対
す
る
前
事
業
年
度
に
お
け
る
他

の
会
社
の
売
上
高
が
当
該
他
の
会
社
の
売
上
高
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
の
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

三

公
開
買
付
け
等
に
係
る
上
場
等
株
券
等
又
は
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
か
ら
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
他
の

会
社
の
仕
入
高
が
当
該
他
の
会
社
の
仕
入
高
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
の
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

第
八
章

不
特
定
多
数
者
向
け
勧
誘
等
を
行
う
際
の
表
示

（
有
利
買
付
け
等
の
表
示
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
六
十
四
条

法
第
百
七
十
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
元
本
補
て
ん
の
契
約
の
存
す
る
貸
付
信
託
の
受
益
証
券

二

定
義
府
令
第
二
条
に
規
定
す
る
有
価
証
券

三

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
有
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価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

四

定
義
府
令
第
三
条
に
規
定
す
る
有
価
証
券

五

法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
前
各
号
若
し
く
は
次

号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
も
の

六

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

七

令
第
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

八

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
信
託
の
受
益
権
及
び
同
項
第
二
号

に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち
、
元
本
補
て
ん
の
契
約
の
存
す
る
も
の

九

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
令
第
一
条
の
三
の
二
に
規
定
す
る
権
利

（
一
定
の
配
当
等
の
表
示
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
六
十
五
条

法
第
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

定
義
府
令
第
二
条
に
規
定
す
る
有
価
証
券
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二

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
前
号
に
掲
げ
る
有
価

証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

三

定
義
府
令
第
三
条
に
規
定
す
る
有
価
証
券

四

法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
前
三
号
若
し
く
は
次

号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
も
の

五

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

六

令
第
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

七

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
信
託
の
受
益
権
及
び
同
項
第
二
号

に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち
、
利
益
を
補
足
す
る
契
約
の
存
す
る
も
の

八

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
令
第
一
条
の
三
の
二
に
規
定
す
る
権
利

附

則

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
府
令
は
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
安
定
操
作
取
引
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
廃
止
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
府
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

安
定
操
作
取
引
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
六
年
大
蔵
省
令
第
四
十
三
号
）

二

上
場
会
社
等
の
役
員
及
び
主
要
株
主
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
六

十
三
年
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）

三

会
社
関
係
者
等
の
特
定
有
価
証
券
等
の
取
引
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
元
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

四

証
券
取
引
法
第
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
過
当
な
数
量
の
売
買
を
制
限
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
三
年
大
蔵
省
令
第
五

十
六
号
）

五

有
価
証
券
の
空
売
り
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
五
十
号
）

六

証
券
取
引
法
第
百
七
十
条
及
び
第
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令

第
十
六
号
）
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七

上
場
等
株
券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
が
行
う
上
場
等
株
券
の
売
買
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令
第

七
十
二
号
）

（
安
定
操
作
取
引
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
行
っ
た
安
定
操
作
取
引
に
関
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

。（
上
場
会
社
等
の
役
員
及
び
主
要
株
主
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
廃
止
に
伴

う
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
前
に
行
っ
た
上
場
会
社
等
の
役
員
及
び
主
要
株
主
（
法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
を
い

う
。
）
に
よ
る
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
買
付
け
等
（
同
項
に
規
定
す
る
買
付
け
等
を
い
う
。
）
又
は
売
付
け
等
（
同
項
に

規
定
す
る
売
付
け
等
を
い
う
。
）
に
関
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
処
分
等
の
効
力
）
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第
五
条

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
同
条
各
号
に
掲
げ
る
府
令
の
規
定
に
よ
っ
て
し

た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
府
令
の
規
定
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
改
正
法
附
則
又
は
こ
の
附

則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
府
令
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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別紙様式第一号（第六条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

安定操作報告書（上場有価証券用） 

 

銘 柄  

 

平成  年  月  日提出 

   財務（支）局長 殿 
 

社 
印 

商 号                    
所在地                    

代表者の役職名及び氏名            

連絡場所                   

連絡者氏名      電話番号        

 

○○取引所が開設する△△金融商品市場における上記銘柄の平成  年  月  日売買高を次

のとおり報告します。 

 

自         己 

委         託 

 

計 
 

買

付

数 うち安定操作取引に係る数 
 

安 定 操 作 取 引 の 成 立 価 格 円 ～        円 

売 付 数 
 

（記載上の注意）買付数及び売付数は、株券にあっては株数、債券にあっては金額を記載すること。 
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別紙様式第二号（第六条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

安定操作報告書（店頭売買有価証券用） 

 

銘 柄  

 

平成  年  月  日提出 

   財務（支）局長 殿 
 

社 
印 

商 号                    
所在地                    

代表者の役職名及び氏名            

連絡場所                   

連絡者氏名      電話番号        

 

○○協会が開設する△△店頭売買有価証券市場における上記銘柄の平成  年  月  日売買

高を次のとおり報告します。 

 

自         己 

委         託 

 

計 
 

買

付

数 うち安定操作取引に係る数 
 

安 定 操 作 取 引 の 成 立 価 格 円 ～        円 

売 付 数 
 

（記載上の注意）買付数及び売付数は、株券にあっては株数、債券にあっては金額を記載すること。 
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別
紙

様
式

第
三

号
（
第

二
十

九
条

関
係

）

（
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
）

年
月

日
提

出
殿

取
引

者
の

氏
名

又
は

名
称

印

金
融

商
品

取
引

業
者

等
又

は

１
　

　
　

　
３

1
0

1
2

1
6

2
4

取
引

所
取

引
許

可
業

者
名

Ｐ
Ｂ

１

デ
ー

タ
7

区
　

分
3
3

1
5
9

都
道

区
（
区

）

市
町

府
県

郡
村

5

1
2

3

デ
ー

タ
売

買

区
　

分
区

分

1
2

3
6

7
1
5

1
6

2
3

2
4

3
6

3
7

4
6

3
円

円

333333333

執
行

市
場

区
分

４
　

　
　

      ５

約
定

日

取
引

者
の

氏
名

又
は

名
称

取
引

者
の

旧
名

称
等

売
　

   買
     代

　
   金

　

取
引

者
と

会
社

と
の

関
係

個
人

･法
人

等
区

分

4

売
   買

   手
   数

   料

2

デ
ー

タ
区

　
分

財
務

（
支

）
局

長

数
  　

           　
量

役
　

員
　

又
　

は
　

主
　

要
　

株
　

主
　

の
　

売
　

買
　

報
　

告
　

書

9

月

　
フ

リ
ガ

ナ
　

6

［
特

定
有

価
証

券
等

の
種

類
（
※

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

む
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
他

の
欄

に
該

当
す

る
特

定
有

価
証

券
等

の
種

類
若

し
く

は
取

引
の

種
類

を
記

載
す

る
こ

と
。

)

種
　

別

　
：
１

.株
券

等
　

　
２

.新
株

予
約

権
付

社
債

券
等

　
　

３
．

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）
］

フ
リ
ガ

ナ

年

（
※

取
引

者
が

個
人

で
な

い
場

合
、

い
ず

れ
か

を
○

で
囲

む
こ

と
。

フ
リ

ガ
ナ

欄
に

は
、

「
ｶ
ﾌ
ﾞｼ

ｷ
ｶ
ﾞｲ

ｼ
ｬ
」
等

を
記

入
し

な
い

こ
と

。
）

金
融

商
品

取
引

業
者

等
 コ

 ー
 ド

銘
　

　
　

　
　

柄
　

　
　

　
　

名

（
ｶ
ﾀ
ｶ
ﾅ

で
）
2
9

単
                価

（
カ

タ
カ

ナ
で

）
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（記載上の注意）
１ 取引者の氏名又は名称

取引者が個人の場合には、氏名を記入し押印すること。法人の場合には、法人の名称並びに代表
者の役職名及び氏名を記入し、代表者印を押印すること。なお、代理人が報告書を提出する場合（
取引者の氏名又は名称が当該代理人の氏名又は名称である場合に限る。）には、当該提出を委任し
た者が、当該代理人に、報告書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理する権限
を付与したことを証する書面を添付すること。

２ 特定有価証券等の種類
次の区分に応じて該当する番号を○で囲むこと（国内発行及び海外発行を問わない。）。
普通株式、優先株式及び新株予約権証書・・・・１
普通社債券及び新株予約権付社債券・・・・２
その他・・・・３

（注）その他の欄には、該当する特定有価証券等（１及び２に該当するものを除く。）の種類を
記載すること（例：預託証券）。

３ 約定年月
売買等が成立した日の属する年月を西暦で記載すること。

４ 金融商品取引業者等コード
取引者が買付け等又は売付け等の委託等をした金融商品取引業者又は登録金融機関のコードを記

載すること。
５ 銘柄名

特定有価証券等又は特定有価証券等に係るデリバティブ取引の具体的な銘柄名等を記載すること
。なお、普通社債券及び新株予約権付社債券については、回記号及び発行年月日を併せて記載する
こと。

６ 銘柄コード
特定有価証券等又は特定有価証券等に係るデリバティブ取引について、証券コード協議会又は金

融商品取引所が定めるコードがある場合には当該コードを記載し、定めがない場合には空白とする
こと。

７ 取引者の住所又は所在地
個人の場合は現住所を、法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。

８ 取引者と会社との関係
発行会社の役員である場合は「１」を、主要株主である場合は「２」を記載すること。

９ 個人・法人等区分
個人でない場合は「１」を、個人の場合は「２」を記載すること。

10 取引者の氏名又は名称
取引者が個人でない場合は、株式会社、有限会社等該当する番号を○で囲み、名称を記載するこ

と。
11 取引者の旧名称等

直前に提出した役員又は主要株主の売買報告書の提出日以降に氏名又は名称を変更した場合には
、変更前の氏名又は名称を記載すること。

12 約定日
売買等が成立した日を記載すること。また、一口注文の場合で、約定の異なる場合は約定ごとに

記載すること。
13 執行市場区分

売買等が執行された市場等（取引所等）について、次の市場区分コード（１～11）の中で該当す
るものの番号を記載すること。
（注）市場区分コード・・・東 京：１ 大 阪：２ 名古屋：３ 福 岡：６ 札 幌：８

上場会社の発行した有価証券を取引所以外で売買執行：９
ジャスダック：10 その他（取扱有価証券の売買等を含む。）：11

14 売買区分
売付け等の場合は「１」を、買付け等の場合は「２」を記載すること。

15 数量
売付け等又は買付け等をした数量を記載すること。

（注）記載単位・・・株式：１株 普通社債券・新株予約権付社債券：１万円
新株予約権証券：１証券
上記以外の特定有価証券等については、その種類及び内容に適した単位を付
すること。

16 単価
売付け等若しくは買付け等の価格又は約定数値を記載すること。記載単位は、株式は円、株式以

外は銭とする。
（注）特定有価証券等が外貨建てである場合は、（単価×為替相場）により邦貨換算（小数点第３

位を四捨五入し、第２位まで）した金額とする。邦貨換算に用いる為替相場は顧客に交付され
る書類に記入されている相場を用いることとし、外貨建て売買のため記入のないときは、約定
日における対顧客直物電信売相場と対顧客電信直物買相場の中値を用いることとする。

17 売買代金
売付け等又は買付け等の代金（特定有価証券等が外貨建てである場合には、邦貨換算した金額）

を記載すること。記載単位は円とする。
18 売買手数料

金融商品取引業者、登録金融機関又は取引所取引許可業者に支払う手数料等（消費税及び地方消
費税を含む。）を記載すること。記載単位は円とする。
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（注）複数の約定を一口注文として委託手数料を算定している場合でも、各約定の売買代金で按分
した手数料額を約定ごとに記載すること。また、特定有価証券等が外貨建てである場合につい
ては、邦貨換算した金額とする。ただし、商品の特性により、委託手数料が既に単価に含まれ
ており、分離が不可能な商品については「ゼロ」とする。
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（記載上の注意）
１ 取引を執行した組合員の氏名又は名称

取引を執行した組合員が個人の場合には、氏名を記入し押印すること。法人の場合には、法人の
名称並びに代表者の役職名及び氏名を記入し、代表者印を押印すること。なお、代理人が報告書を
提出する場合（取引を執行した組合員の氏名又は名称が当該代理人の氏名又は名称である場合に限
る。）には、当該提出を委任した者が、当該代理人に、報告書の提出に関する一切の行為につき、
当該委任した者を代理する権限を付与したことを証する書面を添付すること。
取引を執行した組合員が複数の場合は、取引を執行した組合員の氏名又は名称を上記の方法によ

り別様式に作成し提出することができる。
２ 特定有価証券等の種類

次の区分に応じて該当する番号を○で囲むこと（国内発行及び海外発行を問わない。）。
普通株式、優先株式及び新株予約権証書・・・・１
普通社債券及び新株予約権付社債券・・・・２
その他・・・・３

（注）その他の欄には、該当する特定有価証券等（１及び２に該当するものを除く。）の種類を
記載すること（例：預託証券）。

３ 約定年月
売買等が成立した日の属する年月を西暦で記載すること。

４ 金融商品取引業者等コード
取引を執行した組合員が買付け等又は売付け等の委託等をした金融商品取引業者又は登録金融機

関のコードを記載すること。
５ 銘柄名

特定有価証券等又は特定有価証券等に係るデリバティブ取引の具体的な銘柄名等を記載すること
。なお、普通社債券及び新株予約権付社債券については、回記号及び発行年月日を併せて記載する
こと。

６ 銘柄コード
特定有価証券等又は特定有価証券等に係るデリバティブ取引について、証券コード協議会又は金

融商品取引所が定めるコードがある場合には当該コードを記載し、定めがない場合には空白とする
こと。

７ 特定組合等の事務所の所在地
特定組合等の主たる事務所その他これに準ずるものの所在地を記載すること。

８ 特定組合等の名称
民法第667条に規定する組合、投資事業有限責任組合等該当する番号を○で囲み、名称を記載する

こと。
９ 特定組合等の旧名称

直前に提出した特定組合等の売買報告書の提出日以降に名称を変更した場合には、変更前の名称
を記載すること。

10 取引を執行した組合員の住所又は所在地
個人の場合は現住所を、法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。複数の取

引を執行した組合員を記載する場合には、別添に記載すること。
11 取引を執行した組合員の氏名又は名称

取引を執行した組合員が個人でない場合は、株式会社、有限会社等該当する番号を○で囲み、名
称を記載すること。複数の取引を執行した組合員を記載する場合には、別添に記載すること。

12 約定日
売買等が成立した日を記載すること。また、一口注文の場合で、約定の異なる場合は約定ごとに

記載すること。
13 執行市場区分

売買等が執行された市場等（取引所等）について、次の市場区分コード（１～11）の中で該当す
るものの番号を記載すること。
（注）市場区分コード・・・東 京：１ 大 阪：２ 名古屋：３ 福 岡：６ 札 幌：８

上場会社の発行した有価証券を取引所以外で売買執行：９
ジャスダック：10 その他（取扱有価証券の売買等を含む。）：11

14 売買区分
売付け等の場合は「１」を、買付け等の場合は「２」を記載すること。

15 数量
売付け等又は買付け等をした数量を記載すること。

（注）記載単位・・・株式：１株 普通社債券・新株予約権付社債券：１万円
新株予約権証券：１証券
上記以外の特定有価証券等については、その種類及び内容に適した単位を付
すること。

16 単価
売付け等若しくは買付け等の価格又は約定数値を記載すること。記載単位は、株式は円、株式以

外は銭とする。
（注）特定有価証券等が外貨建てである場合は、（単価×為替相場）により邦貨換算（小数点第３

位を四捨五入し、第２位まで）した金額とする。邦貨換算に用いる為替相場は顧客に交付され
る書類に記入されている相場を用いることとし、外貨建て売買のため記入のないときは、約定
日における対顧客直物電信売相場と対顧客電信直物買相場の中値を用いることとする。

17 売買代金
売付け等又は買付け等の代金（特定有価証券等が外貨建てである場合には、邦貨換算した金額）
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を記載すること。記載単位は円とする。
18 売買手数料

金融商品取引業者、登録金融機関又は取引所取引許可業者に支払う手数料等（消費税及び地方消
費税を含む。）を記載すること。記載単位は円とする。
（注）複数の約定を一口注文として委託手数料を算定している場合でも、各約定の売買代金で按分

した手数料額を約定ごとに記載すること。また、特定有価証券等が外貨建てである場合につい
ては、邦貨換算した金額とする。ただし、商品の特性により、委託手数料が既に単価に含まれ
ており、分離が不可能な商品については「ゼロ」とする。
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